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平成29年11月20日 

兵 庫 県 青 少 年 課 

資料１ 



  

            青 第 1 2 0 6 号 

平成 29 年 11 月 20 日 

 

 

 

兵庫県青少年愛護審議会 会長 様 

 

 

 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 

 

 

有害興行の指定について（報告） 

 

 

 

 青少年愛護条例第 25 条第 1項ただし書の規定に基づき、有害興行を別紙

のとおり指定しましたので、同条例第 25条第 2項の規定により報告します。 



(別紙)

有　害　興　行　の　指　定　状　況

第１１条（指定） 興　行　（　映　画　）   4本

平成29年10月4日～平成29年11月6日
区　　　　　分 指　　定　　状　　況

　指　定　数



番号 制作（配給）会社 種　別 興 行 の 題 名 指定年月日

1 オ ー ピ ー 映 画 映 画 神 っ て る 快 感 絶 頂 う ね り び ら き 平成29年11月6日

2 新 東 宝 映 画 映 画 秘 書 の 誘 惑 悶 絶 の 肉 体 平成29年11月6日

3 オ ー ピ ー 映 画 映 画 ひ ま わ り Days 全 身 が 性 感 帯 平成29年11月6日

4 オ ー ピ ー 映 画 映 画 美少女剣士 月に向かっておシゴキよ！ 平成29年11月6日

有害興行（映画）の指定一覧表
(平成29年10月4日～平成29年11月6日)
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「ネット社会において地域全体で青少年を守り 

育てる環境整備のあり方」研究会について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年11月20日 

兵 庫 県 青 少 年 課 

資料２ 



【政策研究会】（兵庫県要請研究テーマ） 
研究テーマ・研究内容 研究メンバー等 政策ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰほか 

⑤ ネット社会において地域全体で青少年を守り育てる環境整備のあり方 
[新規：研究期間：平成２９年度] 

 

１ 調査研究の経緯・目的 

経済のグローバル化や情報技術革新が進行し、複雑化・多様化した社会構造となるなか、スマ

ートフォン等の急速な普及により、青少年とインターネットがより身近になり、利便性が高まっ

た反面、ネット依存に陥ったり、犯罪被害にあうなどの問題が発生している。 

その対策には、青少年による自主的なルールづくりが有効であると考えられることから、本県

では平成28年４月に青少年愛護条例を改正し、青少年のネット利用に関する基準づくりを県内全

ての人々で支援する全国初の規定を定め、対応の強化を図っているところである。 

また、従来から「青少年を守り育てる県民スクラム運動」を展開し、地域全体で青少年を守り

育てる環境整備に努めてきたところであるが、将来の地域づくりの核となるべき青少年を、ネッ

トとの関わり方を中心に、学校、家庭、地域及び事業者等がそれぞれの分野で連携しながら地域

全体で見守り、健全に育成していくことが求められている。 

このため、本県では、青少年のスマートフォン等の利用やネット依存の実態を把握するため、

平成27年度から、県内の小学５年生から高校３年生を対象とした「インターネット夢中度アンケ

ート」等を実施している。 

調査結果からは、7.7％の青少年にネット依存の疑い（依存傾向）があり、依存傾向にある青

少年は、全体と比較して長時間利用の傾向が顕著で、夜更かし、ネット上でのトラブル、有害サ

イトへのアクセスや、ネットの知り合いと実際に会ったなどの割合も高く、様々なリスクを多く

抱えている状況が見えてきた。 

また平成28年度からは、ネット依存の実態や危険性、対策を調査・研究し、県民へ普及・啓発

するため、産官学民言の協力の下、自治体初となる「人とつながるオフラインキャンプ」をネッ

トをやめられない青少年を対象に実施し、青少年の心のサインが、ネット依存という形で現れて

いることが明らかになりつつある。 

こういった先進的な取組をより意義のあるものとするため、取組内容について詳細に検証し、

今後、青少年が安全かつ安心してインターネットを利用できる社会を構築するためにどのような

政策や事業を展開していくべきか検討するとともに、青少年向けのネット依存傾向判定尺度の開

発を行う。 

 

２ 調査研究の内容 

以下の項目を中心に調査研究を行う。 

(1) 「インターネット夢中度アンケート」等の詳細分析 

本県では、青少年のインターネット利用やその夢中度（依存度）の実態を把握するため、県

内の青少年（小５～高３）を対象に、アンケート調査を実施している。調査は、独立行政法人

国立病院機構久里浜医療センター提供による「インターネット夢中度アンケート」８項目

【Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction(DQ), Young K,1998】と、「ひょうごケ

ータイ・スマホワークショップ」に参加した県内の小・中・高校生作成による「ケータイ・ス

マホアンケート」23項目（平成28年度）からなっている。アンケート結果については、分析の

上、公表を行っているところであるが、より詳細な分析を行うことで、県内青少年の傾向分析

など、実態把握を行う。 
 

(2) 「人とつながるオフラインキャンプ」における各プログラムの効果検証 

(3) 「人とつながるオフラインキャンプ」参加者への半構造化インタビューによる行動評価を通

じた、ネット依存の危険性や回避方策の検討 

本県では、ネットをやめられない県内青少年を対象に、ネットから離れて自然体験等を行う、

全国初の自治体実施のネット依存対策教育キャンプ「人とつながるオフラインキャンプ」を実

施し、ネット依存の実態や危険性を調査・研究するとともに、県民への普及・啓発を行ってい

る。青少年のネット依存の実態や危険性は明らかになっていない部分が多く、回避・予防策を

含めて引き続き研究していく必要があり、キャンププログラムの効果検証や、参加者への半構

造化インタビューによる行動評価を通じて、ネット依存の全体像の把握、他の地域でも実施可

能なプログラムの構築や、回避・予防策の検討等を行う。 
 

(4) 青少年向けのネット依存傾向判定尺度の開発 

本県が「インターネット夢中度アンケート」として使用している８項目【Diagnostic 

Questionnaire for Internet Addiction(DQ), Young K,1998、独立行政法人国立病院機構久里

浜医療センター提供】は、スマートフォン中心のインターネット環境が社会に定着する前の平

成10年に作成されたものであり、青少年にとって難解な表現も見られるため、現代社会に適応

した分かりやすい表現となるよう、新たなネット依存傾向判定尺度の開発を行う。 
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(1) 得られた知見  
１．兵庫県スマホアンケート 2017（小 1222 人、中 2039 人、高 2304 人 合計 5565 人回答） 
 ①スマホ所持率 小六 26.6％ 中三 65.1％ 高三 97.1％ 
 ②ネット接続率 男 小六 84.8％ 中三 96.5％ 高三 96.5％ 女 小六 82.5％ 中三 97.7％ 高三 97.7％ 
 ③接続機器 1 位 男 小六ゲーム機 中三スマホ 高三スマホ 女 小六スマホ 中三スマホ 高三スマホ 
 ④３時間以上  男 小六 20.5％ 中三 29.7％ 高三 48.4％ 女 小六 13.7％ 中三 26.6％ 高三 53.9％ 
 予想以上の低年齢化である。女子は最初からスマホだが、男子は３ＤＳ等の携帯ゲーム機が入口。タブレ

ット、パソコン等の機器も多く用いられているが、最近はテレビ等からの接続も目立ってきている。男子は

ゲーム、女子はＳＮＳが中心だが、最近は YouTube 等の動画視聴が目立ってきている。さらにメルカリ等、

子どもたち自身で商取引ができるアプリが流行してきており、ネット上のお金の問題も要注意である。 
２．オフラインキャンプ 

 日時 8 月 16 日～20 日 場所 兵庫県姫路市家島町西島 
 参加 ネットをやめられない小５～高３（14 人） 
  学生メンターと大学研究者による半構造化インタビューを毎日２回、行った。離島でのネットから遮断さ

れた環境の中で、仲間との楽しい諸活動を通して、自分とネットについて見つめ直す中で、その変化を追っ

た。1 日 1 時間、ネットできる時間をあえて作ることで、課題が明白になるようにした。現在分析中である

が、彼らの問題の本質部分は、ネットへのこだわりではなく、家庭や本人の課題に起因していることが多い

ことがわかってきている。  
 
(2) 政策提案例  

１．フィルタリングの徹底 

  アンケート結果から、子どもたちが危険な状態にあることが改めてわかった。フィルタリングの設定率を

アップさせる取り組みの重要性を再認識するためのエビデンスが集まりそうだ。社会全体で子どもを守る機

運づくりをして、フィルタリング率向上に向かわせたい。 
２．ルールづくりの重要性 

  長時間利用の弊害も結果からわかってきたので、兵庫県が推奨している、子どもたち自身によるルールづ

くりの重要性が改めてわかった。 
 
(3) 今後の研究上の課題  
１．データ蓄積の重要性 

 新しいテーマなので、これまでの研究知見がない。長期にわたった経年比較が必要である。 
２．デリケートな問題への対応 
 特にネット依存等の場合、かなりデリケートな課題を含む場合が多く、行政だけでは対応が難しい。  

テーマ：ネット社会において地域全体で青少年を守り育てる環境整備のあり方 

１.研究の概要とねらい 

２.研究の成果 

 小学生の 60.2％、中学生の 82.0％がスマートフォンを所持しており（デジタルアーツ 2017）しており、低

年齢化は予想以上に早いスピードである。特に子どもたちのネット依存は深刻で、１日のネット使用時間の平

均は、小学生 93.4 分、中学生 138.3 分である（内閣府 2017）。本研究は、兵庫県の子どもたちのネット使用

の実態についてさらに詳しく調査することを目的とする。 
調査の柱は「兵庫県スマホアンケート 2017」と「オフラインキャンプ効果検証」の２つ。大人目線では見

えない本質的な部分の把握のため、子ども目線をできるだけ取り入れ、スマホサミットでの子どもの声の集約

に努めている。オフラインキャンプについては、参与観察を通してより精緻な分析を試みている。 



ネット社会において地域全体で青少年を守り育てる環境整備のあり方

小５で８割近くが日々ネット接続 学年があがると接続時間が増える？

３時間以上は生活に支障？

①遅く寝る SNS? ゲーム？ 動画？
②イライラ 睡眠不足？ 既読無視？
③勉強に自信ない集中できない？

→負のスパイラル？？

政策提言の方向性と研究成果のイメージ

①フィルタリングの徹底
危険を明らかにし、危険回避の手段として訴え
→社会全体で子どもたちを守る（さまざまな機会に情報提供）
②ルールづくりの重要性
子どもたち自身が考える重要性の指摘

①ケンカ 勘違い？ 既読無視？
②課金強いアイテム？ 買い物？
③出会いなりすまし？性被害？

→危険に麻痺？
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１ 有害役務営業を営む者の禁止行為等 

  青少年を客に接する業務に従事させること等を禁止するとともに、従業者名簿の備付け等の義務を定める。 

２ 有害役務営業の停止 

  知事は、有害役務営業を営む者等が本条例に規定する罪に当たる違法な行為をしたとき等に、当該有害役

務営業を営む者に対し、６月を超えない範囲内で営業の停止を命ずることができるものとする。 

３ 立入調査 

  知事又はその命じた者若しくは委任した者は、店舗型有害役務営業の場所、無店舗型有害役務営業の事務 

所又は受付所に立入り、調査し、質問等ができるものとする。 

４ 罰則 

  命令に違反した者、青少年を有害役務営業の客に接する業務に従事させた者等への罰則を定める。 

 

ＪＫビジネス（有害役務営業）に対する規制（新設） 

 

青少年の健全育成を阻害する

おそれのある営業形態 

（ＪＫビジネス）の出現 

 

ＳＮＳ等を通じた児童ポルノ

自画撮り被害の増加 

改正の背景・必要性 

 

スマートフォンの普及による 

インターネット利用環境の変化 

 

 青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ※や電磁的記録等を提供するよう求める行為を禁止するととも

に、欺き、威迫し又は困惑させる等の不当な方法により提供を求めた者への罰則を定める。 

 ※ 児童ポルノ禁止法に規定する児童ポルノをいい、同法により所持・製造・提供等が禁止されているものに限定。 

児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止（新設） 

 

１ 保護者の義務 

(1) 青少年が使用する携帯電話契約時に、正当な理由のある場合を除き、事業者、代理店によるフィルタリ

ング有効化措置を利用することを義務化 

 (2) フィルタリング有効化措置を利用しない場合は、事業者等への申出書の提出を義務化 

２ 事業者の義務 

 (1) 契約時の説明事項に、「ルールづくりの必要性」を追加 

 (2) 保護者から提出を受けたフィルタリング有効化措置を利用しない旨の申出書の契約期間中の保存を義務

化 

３ 電磁的記録による代替 

  条例で定める書面の提出や保存、説明書の交付に代えて、電磁的記録によることができるものとする。 

４ 知事による保護者への調査等 

  フィルタリング・サービスを利用しない契約の保護者又はフィルタリング有効化措置を行うことを希望し 

ない契約の保護者に対し、調査等必要な措置をすることができるものとする。 

５ 知事による事業者への勧告・公表 

  条例義務に違反している事業者等（代理店を含む。）に対する勧告・公表ができるものとする。 

インターネット上の有害情報等への対応の強化（改正） 
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○ ＪＫビジネスの現状
・女子高生などの、児童の性を売り物にする営業
・健全な営業を装いながら、性的なサービスを提供するものが存在
・大都市を中心に多彩な形態で出現

○ 現行法による規制
・労働基準法（年少者の使用制限）
深夜労働（午後10時～午前５時）の禁止、時間外労働、休日労働の禁止 等

・風俗営業適正化法
風俗営業の青少年に関する禁止行為
客の接待をさせること、午後10時から午前６時までの間に客に接する業務に従事させること等
性風俗特殊営業の青少年に関する禁止行為
客に接する業務に従事させること、客として立ち入らせること等

・児童福祉法（児童に淫行させる行為の禁止）

※ＪＫビジネス店は、「接待飲食」や「性的サービス」をうたっておらず「マッサージ」や「飲食
店」等として営業しているため、 風営法上の「風俗営業」「性風俗特殊営業」等に該当せず、労働
基準法に違反しない範囲で、18歳未満の就業が可能
しかし、実際は「裏オプション」等と
称して、営業者の了解又は指示の下、性
的なサービスが行われたり、児童買春を
助長させるなど大きな問題を含んでおり、
早急な対策が必要

○ 県内の状況
・県内で、ＪＫビジネスをうたっている店舗は確認されていないが、「添い寝」、「お散歩」、「耳
かき」等の店舗は存在する。

・大阪では検挙事例もあり、県内への流入の危険性がある。
・現状では法令に基づく立入りが実施できず、実態の把握が困難である。

⇒ 立入権限を含む条例改正が必要

○ 他府県の状況
愛知県及び東京都がＪＫビジネスを規制する条例を制定している。

5時～17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時～5時
18歳
17歳

ＪＫビジネス稼働可能16歳
15歳 4/1～
15歳 ～3/31

ＪＫビジネス稼働不可14歳
13歳

愛 知 県 東 京 都

○方法 青少年保護育成条例の改正 （H27.7.1施行） ○方法 特化条例「特定異性接客営業等の規制に関する条
例」 （警視庁所管）の新設 （H29.7.1施行）

○対象となる営業の定義等

・ＪＫビジネスの営業形態を包括的に「有害役務営業」と定義
・有害役務営業を店舗型と無店舗型に分類
・風営法上の規制営業（風俗営業、性風俗特殊営業等）も対
象

【リフレ、散歩、コミュ】
専ら異性の客に対してサービスを提供するもの（衣服の規定
は設けず）
※リフレは個室に限る
【撮影、見学クラブ、喫茶、ガールズ居酒屋、ガールズバー】
対象となる衣服を条例で限定列挙し、その他の対象となる衣
服については解釈で示している。

・性的好奇心をそそる、水着、制服等
・着衣内の下着を客が見ることができるもの

解釈で、「下着、胸元を大きく開いた衣服、露出が著しく高い、
胸部・臀部・陰部を著しく強調した規格のメイド服、下着をの
ぞき見できるなどの外形・外観等のほか、サービスの態様か
ら判断する」等と示している。

○対象となる営業の定義等

・全てのＪＫビジネスの形態について
「専ら異性を対象」「青少年に関する性的好奇心をそそる」
に加え、
・青少年の従業員がいることを明示
・連想させる文字等を使用
・制服（学校教育法上の学校で使用する制服、体操服）を
着用

のいずれかの条件に該当する営業を「特定異性接客営業」
と定義
・特定異性接客営業を店舗型と無店舗型に分類
・届出制の採用 ・風営法上の規制営業は対象から除く

特定異性接客営業

・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業の
うち、客に接する業務に従事する者が、水着、下着を着用
することによって、客の性的好奇心をそそるおそれがあるも
の
・届出は必要としない
・風営法上の規制営業は対象から除く

特定衣類着用飲食店営業

有害役務営業

ＪＫビジネスの現状等

条例に明記
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ＪＫビジネス（有害役務営業）の営業形態

改正条例上の定義 改正条例の対象となる具体的営業 風営適正化法上の類似営業

著しく性的感情を刺激するおそれがある方法に
より、専ら異性の客に接触し、又は接触させる
役務を提供する営業

・リフレ
マッサージ、添い寝、肩もみ、耳かき等

・店舗型性風俗特殊営業
ファッションヘルス

専ら異性の客に対し著しく性的感情を刺激する
姿態を見せる役務を提供する営業

・見学
・作業所
・撮影

・店舗型性風俗特殊営業
ストリップ劇場
ヌードスタジオ等

専ら異性の客に同伴し、遊技又は遊興をさせる
役務を提供する営業

・コミュ
占い、カウンセリング、ゲーム等

・店舗型性風俗特殊営業
ファッションヘルス

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさ
せる営業で、客に接する業務に従事する者が専
ら異性の客に接するもののうち、次のいずれか
に該当するもの
・客に接する業務に従事する者が著しく性的感
情を刺激する衣服として規則で定めるものを
着用するもの
・客に接する業務に従事する者が青少年が客に
接する業務に従事していることを連想させる衣
服として規則で定めるものを着用するもの
・青少年が客に接する業務に従事していること
を明示し又は連想させる文字、数字その他の
記号、映像、写真又は絵として規則で定めるも
のを当該営業の場所の名称又は広告若しくは
宣伝に用いるもの

・喫茶（カフェ）
・ガールズ居酒屋
・ガールズバー

・接待飲食店営業
スナック、キャバクラ等
・特定遊興飲食店営業
ナイトクラブ、ダンスホール等

著しく性的感情を刺激するおそれがある方法に
より、専ら異性の客に接触し、又は接触させる
役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、
当該客の依頼を受けて派遣することにより営む
もの

・派遣型リフレ
・無店舗型性風俗特殊営業
デリバリーヘルス

専ら異性の客に対し著しく性的感情を刺激する
姿態を見せる役務を提供する営業で、当該役務
を行う者を、当該客の依頼を受けて派遣するこ
とにより営むもの

・派遣型見学
・派遣型撮影

類似営業なし

専ら異性の客に同伴し、遊技又は遊興をさせる
役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、
当該客の依頼を受けて派遣することにより営む
もの

・派遣型コミュ
・散歩

・無店舗型性風俗特殊営業
デリバリーヘルス

資料３－３



ＪＫビジネス関連検挙状況 
 
１ 大阪府警の検挙状況（大阪府警発表） 
 
 （１）元風俗店経営者等による児童福祉法違反事件（平成 29 年） 

    女子高校生による観光案内を装った風俗店に児童（当時 17 歳）を雇い 
入れ、男性客に引き合わせてみだらな行為をさせた元風俗店経営者と元 
従業員を児童福祉法違反（淫行させる行為）で検挙 
また、同店の経営を引き継いだ元営業者と元従業員を、別の児童（当 

時 17 歳）を男性客に引き合わせてみだらな行為をさせたとして児童福祉 
法違反（淫行させる行為）で検挙 
 

（２）飲食店従業員による労働基準法違反事件（平成 29 年） 

    ガールズバーで児童（当時 14 歳）を働かせ、客引き行為をさせるなど 
した飲食店従業員を労働基準法違反（最低年齢）で検挙 

    ガールズバーで児童（当時 15 歳）を働かせ、深夜に客引き等の業務に 
従事させるなどした飲食店経営者等の男性６人を労働基準法違反（深夜 
業）で検挙 
 

 （３）風俗店経営者等による児童福祉法違反等事件（平成 28 年） 

    学生によるカウンセリング店を装った風俗店を経営し、雇い入れた児 
童（当時 17 歳）を男性客に引き合わせ、みだらな行為をさせた風俗店経 
営者等２人を児童福祉法違反（淫行させる行為）等で検挙 

 
 （４）元経営者男性らによる児童福祉法違反等事件（平成 26 年） 

    通称「ＪＫリフレ店」において、女子高校生に対し男性客を引き合わ 
せ、みだらな行為を行わせた元経営者の男性らを児童福祉法違反（淫行 
させる行為）、売春防止法違反（周旋等）及び児童買春・児童ポルノ法違 
反（児童買春周旋）で検挙 
 

２ その他の都道府県の昨今の検挙状況（警察庁発表） 
 
 （１）ＪＫビジネス店店長による児童福祉法違反事件（警視庁） 

    平成 28 年 12 月、ＪＫビジネス店店長としての立場を利用し、従業員 
として雇用していた女子高校生（当時 16 歳）に、同店内で自己を相手に 
わいせつな行為をさせた男性を児童福祉法違反（淫行させる行為）で検 
挙 
 

 （２）マッサージ店元経営者らによる児童福祉法違反事件（神奈川） 

    平成 28 年８月、女子小学生（当時 12 歳）をマッサージ嬢として雇用 
し、出勤中の外出を禁止して下着姿で男性客にマッサージをさせたとし 
て、マッサージ店元経営者の男性らを児童福祉法違反（有害支配）で検 
挙 
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 青少年愛護条例に規定する罰則について 

 基本的な考え方 違 反 行 為 青少年愛護条例による罰則 
近畿府県の自治体で 

最も厳しい罰則 
愛知県青少年保護育成条例 

東京都特定異性接客営業等の 

規制に関する条例 

①青少年に直接悪影響を及ぼす悪

質で被害の回復が困難な行為。 
入れ墨を施す行為 ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金   
みだらな性行為又はわいせつな行為 ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金   

②青少年に直接悪影響を及ぼす悪質

で被害の回復が困難な行為の機会

を提供するもの。 

有害役務営業 営業停止命令違反 １年以下の懲役又は50万円以下の罰金 近畿府県の自治体に規定なし １年以下の懲役又は50万円以下の罰金 １年以下の懲役又は100万円以下の罰金 
場所の提供及び周旋 
（入れ墨、性行為、わいせつ行為） １年以下の懲役又は50万円以下の罰金 １年以下の懲役又は50万円以下の罰金   

③青少年に直接悪影響を及ぼす悪

質な行為。 
自販機への収納違反（常習犯） ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金   
有害役務営業の客に接する業務に従事させること ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 近畿府県の自治体に規定なし ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 

店舗型有害役務営業の営業所に客として立入らせること ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 近畿府県の自治体に規定なし ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 

無店舗型有害役務営業の受付所に客として立入らせること ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 近畿府県の自治体に規定なし 禁止行為とされていない ６月以下の懲役又は50万円以下の罰金 

④青少年に直接悪影響を及ぼす悪

質な行為の機会を提供するも

の。 

場所の提供及び周旋 
（使用済み下着等買受け、暴行、麻薬又は覚醒剤の

使用、指定医薬品の不健全使用、喫煙又は飲酒） 
50万円以下の罰金 １年以下の懲役又は50万円以下の罰金   

指定医薬品等の譲渡等 50万円以下の罰金 50万円以下の罰金   
使用済み下着の買受け等（業者） 50万円以下の罰金 50万円以下の罰金   

⑤青少年に直接悪影響を及ぼす行

為。 
有害興行の観覧 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
有害図書類、有害がん具類等の販売、貸付 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
自販機に有害図書類、有害がん具類等収納 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
有害広告物変更命令違反 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
指定遊技営業の立入禁止 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
利用カード等の営業禁止 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
有害役務営業の客と接する業務に従事するよう勧誘するこ

と 30万円以下の罰金又は科料 近畿府県の自治体に規定なし 30万円以下の罰金 30万円以下の罰金 

有害役務営業の客となるよう勧誘すること 30万円以下の罰金又は科料 近畿府県の自治体に規定なし 禁止行為とされていない 30万円以下の罰金 
有害役務営業の客と接する業務に従事するよう勧誘させる

こと 30万円以下の罰金又は科料 近畿府県の自治体に規定なし 禁止行為とされていない 30万円以下の罰金 

有害役務営業の客となるよう勧誘させること 30万円以下の罰金又は科料 近畿府県の自治体に規定なし 禁止行為とされていない 30万円以下の罰金 
有害役務営業の広告文書等を頒布させること 30万円以下の罰金又は科料 近畿府県の自治体に規定なし 禁止行為とされていない 警察官による中止命令の対象 
みだらな性行為等を青少年に教えること 30万円以下の罰金又は科料 ６月の懲役又は 30万円以下の罰金   

不当な手段を用いた児童ポルノ自画撮り勧誘行為 30万円以下の罰金又は科料 近畿府県の自治体に規定なし 禁止行為とされていない 30万円以下の罰金（東京都青少年の

健全な育成に関する条例）（予定） 
指定医薬品の使用勧誘 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
有害図書類の閲覧、視聴 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
有害図書類の区分陳列改善命令違反 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
深夜立入制限 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
使用済み下着等の買受け等（業者以外） 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   
深夜同伴外出制限 30万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金又は科料   

⑥青少年に間接的に悪影響を及ぼ

す行為等。 
自販機無届の販売開始又は虚偽の届出 20万円以下の罰金又は科料 20万円以下の罰金又は科料   
質物の買受け等 20万円以下の罰金又は科料 30万円以下の罰金   

⑦青少年に間接的に悪影響を及ぼ

す不作為で軽微なもの。 
自販機廃止届、変更届の無届け等 10万円以下の罰金又は科料 10万円以下の罰金又は科料   
有害役務営業（営業所、受付所）立入禁止非掲示 10万円以下の罰金又は科料 近畿府県の自治体に規定なし 罰則なし 禁止行為とされていない 
有害役務営業広告宣伝物への明示義務違反 10万円以下の罰金又は科料 近畿府県の自治体に規定なし 罰則なし 禁止行為とされていない 
有害役務営業の従業員名簿備付け違反 10万円以下の罰金又は科料 近畿府県の自治体に規定なし 30万円以下の罰金 20万円以下の罰金 
立入調査拒否 10万円以下の罰金又は科料 10万円以下の罰金又は科料   

⑧青少年に間接的に悪影響を及ぼ

す不作為で軽微なものであり、

かつ、直ちに是正できるもの 

入場、立入禁止の非掲示（指定遊技営業） 科料 10万円以下の罰金又は科料   
深夜立入禁止の非表示（深夜遊技営業） 科料 10万円以下の罰金又は科料   
区分陳列の非表示 科料 科料   
自販機届出済票の非表示 科料 科料    
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平成29年６月

警察庁生活安全局少年課

児童ポルノ事犯の「自画撮り被害」が増加しています。
中学生、高校生等が「自画撮り被害」に遭わないように

広報・啓発をお願いします。
※「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅かされたりして児童が自分の裸体を

撮影させられた上、メール等で送らされる被害をいいます。

※「淫行行為」は、青少年育成条例違反（淫行行為）をいう。

被害態様別では、児童ポルノ事犯の被害児童の約４割が自画撮りの被害児童です（※）。

（※）Ｈ28年：36.6%、Ｈ27年：41.5%、Ｈ26年：38.7%、Ｈ25年：41.8%、Ｈ24年：39.0％

平成28年における児童ポルノ事

犯の自画撮り被害に遭った児童数

は480人であり、平成24年（207人）

から毎年増加しています。

自画撮り被害は、コミュニティサイ

ト（※）に起因するものが約８割を占

め、また、スマートフォンを使用して

コミュニティサイトにアクセスしたこと

に起因するものが約７割を占めてい

ます。
(※)ＳＮＳ、プロフィールサイト等、ウェブサイト内で多数人とコミュニケー
ションがとれるウェブサイト等のうち、出会い系サイトを除いたものの総称。
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平成28年 平成27年

自画撮り被害

36.6%
（480人）

盗撮

32.4%
（426人）

児童買春・淫行行為

14.2%
（186人）

強姦・強制わいせつ

7.8%
（103人）

その他

9.0%
（118人）

自画撮り被害

41.5%
（376人）

児童買春・淫行行為

23.4%
（212人）

盗撮

13.6%
（123人）

強姦・強制わいせつ

9.9%
（90人）

その他

11.5%
（104人）

自画撮り被害に遭った児童数の推移

児童ポルノ事犯の被害態様別（製造手段別）の割合



児童ポルノ事犯の自画撮り被害に遭わないようにするため、中学生、高校生やその保

護者等に対し、

○ 自分の裸をスマートフォン等で撮影してはならないこと。

○ 交際相手、友達等の信用している相手であっても、自分の裸の写真を送っては

ならないこと。とりわけ、面識のない者（ＳＮＳの相手等）に対しては、絶対に

写真を送ってはならないこと。

○ デジタル写真は、コピーが容易であり、一たび写真がインターネット上に流出

すると、不特定多数の者に繰り返しコピーされ、すべての写真を削除することは

非常に困難になること。

○ 軽い気持ちで裸の写真を送ってしまうと、取り返しのつかない危険（被害）が

生じてしまうおそれがあること。

等の広報・啓発をお願いします。また、

○ 友達等に裸の写真を送るよう求めたり、友達等の裸の写真を送ったりするほか、

友達等の裸の写真をスマートフォンに保存した場合には、児童買春・児童ポルノ

禁止法違反の被疑者として検挙・補導されてしまうおそれがあること。

についても、広報・啓発をお願いします。

■ ネット利用に関するトラブルや犯罪被害を始め、非行、家出、いじめ等の少年問題に

関する相談は、都道府県警察の少年相談窓口又は警察署へ ／ 検索 警察少年相談窓口

■ 警察庁ホームページ 「 ＳＴＯＰ！子供の性被害 ＮＯ!!児童ポルノ 」

■ インターネット利用に係る児童の犯罪被害等防止啓発ＤＶＤ（警察庁：ＤＶＤ)

※ ＤＶＤは、都道府県警察本部、少年サポートセンター、警察署で貸出し（コピー可）

をしていますので、お問い合わせください。

中学生
54.5%
（205人）

高校生
39.1%
（147人）

小学生

5.3%（20人）

その他

1.1%（４人）

学職別では、自画撮り被害に遭った児童の52.7％が中学生であり、39.2％が高校生です

（平成28年）。自画撮り被害に遭った児童の半数以上が中学生です。

平成28年 平成27年

自画撮り被害に遭った児童の学職別の割合

中学生
52.7%
（253人）

高校生
39.2%
（188人）

小学生

5.8%（28人）

その他

2.3%（11人）



  
 

 
ア 同性になりすました相手から、体の悩み相談を装って画像送信を働きかけられた事例 

 （欺く方法により求める事例） 

  Ｃ（高校生・女子）は、ゲームアプリで知り合った女性（実際は男性）Ｄに、体につい 
ての相談にのってもらったところ、Ｄから「相談に必要だから顔、胸、性器等の写真を撮 
って送ってほしい」などと言われた。 
 Ｃは、Ｄに言われるがまま、自分の性器等を撮影し、送信してしまった。 
 その後、Ｄから実は自分が男性であることを知らされ、連絡がとれなくなってしまった。 

 
イ 威迫により画像送信を働きかけられ、エスカレートして強姦被害にまで及んだ事例 

 （威迫する方法により求める事例） 

  Ｅ（学校区分不明・女子）は、大学生と名乗る男性ＦとＳＮＳで知り合い、無料通話ア 
プリで連絡を取るようになった。 
 Ｅは、他愛もないことでＦから怒られ、これを契機に「胸の写真を送って」、「土下座し 
た全裸の写真を送って」等とＦから申し向けられるようになった。 
 Ｅは、断るとまた怒られると思い、自分の胸の写真と、裸で土下座した写真を撮影し、 
Ｆに送信してしまった。 
 １ヶ月後、ＥはＦと会うことになり、ホテルで無理やり性行させられた。 

 
ウ 執拗に画像送信を電話で働きかけられ、エスカレートして脅迫被害にまで及んだ例 

 （困惑させる方法により求める事例） 

  Ｉ（高校生・男子）は、男性Ｊとインターネット上で知り合い、電話番号とメールアド 
レスを交換し、連絡を取るようになり、Ｊからしつこく裸の画像を送るよう求められた。 

  Ｉは、Ｊがあまりにもしつこいので困ってしまい、一度だけ自分の裸の社員を送ってし 
まった。 
 すると、Ｊから「顔が可愛いからまた送れ」と言われ、Ｉは断っていたが、今朝も電話 
がかかってきて「裸を見せないと殺すよ」と脅迫された。 

 
エ 執拗に画像送信を働きかけられた事例（困惑させる方法により求める事例） 

  Ａ（中学生・女子）は、男性Ｂと無料通話アプリで交友していたが、ある日、Ａは裸の 
写真を送るようＢから催促されるメッセージを受信した。 

  Ａは、相手にせず「いやだ」と断っていたが、Ｂからしつこく催促のメッセージが来た。 
  Ａは断ることに疲れ、あきらめた気持ちになり、自分の上半身裸の写真を撮影し、送信 
してしまった。 
 

オ 金銭の支払いを約束して画像送信を働きかけられたが支払われず、エスカレートして強 

姦被害にまで及んだ事例（財産上の利益を供与して求める事例） 

 Ｇ（高校生・女子）は、インターネット上で知り合った男性Ｈにお金を支払う代わりに 
裸の写真を送ってほしいと言われた。 
 Ｇは、Ｈに裸の写真を送ったが、お金は支払われなかった。 
 さらに、「Ｇの裸の写真を売るぞ」「売らない代わりに会ってくれたら写真を消す」とＨ 
から言われ、どうしたらいいのか分からないままにＨに会ったところ、無理やり性行させ 
られた。 

自画撮り被害の主な事例 
（第 31 期東京都青少年問題協議会緊急答申より抜粋） 
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〇携帯電話端末設備等による有害情報の閲覧防止措置（第24条の４）
【保護者の義務】

・原則フィルタリング利用義務
（正当な理由がある場合は、利用しない旨の申出が可能）

・フィルタリングを利用しない旨の申出をするときは、規則で定められた理由を
記載した書面を事業者に提出する義務

【事業者の義務】
・フィルタリング説明義務、説明書交付義務
・保護者から提出を受けた申出書の保存義務

【勧告・公表規定等】
・知事は、フィルタリング・サービスを利用しない契約をした保護者に対し、
インターネットの利用が適切に行われているか、説明若しくは資料の提出を
求め、又は必要な調査をすることができる。

・知事は、事業者が規定に違反していると認めるときは、必要な措置を講ずべ
きことを勧告することができる。

・知事は、事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ
る。

「規則で定める正当な理由」（青少年愛護条例施行規則第12条第１項）
①青少年が就労している場合において、フィルタリング･サービスを利用
することで業務に著しい支障を生ずる
②青少年が障害を有し、又は疾病にかかっており、フィルタリング･サービ
スを利用することで日常生活に著しい支障を生ずる
③保護者が、利用状況を閲覧すること等により、青少年が有害情報を閲
覧することがないようにする

「規則で定める説明内容」（施行規則第14条第１項）
①携帯電話接続役務の提供を受けることにより、青少年が有害情報に接
する機会が生ずること
②青少年がインターネットを不適切に利用することにより犯罪に巻き込ま
れる事件が発生していること

③事業者が提供するフィルタリング・サービスの内容
④保護者が、フィルタリング・サービスを利用しない旨の申出をする場合
は、正当な理由が必要であること

インターネット上の有害情報等からの青少年の保護（青少年インターネット環境整備法改正に伴う対応）

青少年愛護条例（Ｈ２１．７．１～）

〇改正の概要
法制定当時（平成20年）には想定していなかったツール（スマートフォン、アプ
リ、公衆無線ＬＡＮなど）の出現により、フィルタリング利用率が低下したこと
により、新たなツールに対応した法改正が必要となった。

「携帯電話」だけでなく、携帯電話回線を利用するスマートフォン、タブレッ
ト等が含まれることを明確化

携帯電話インターネット接続役務提供事業者とその契約代理店に、
・青少年確認 ・フィルタリング説明 ・フィルタリング有効化措置

を義務化

※フィルタリング有効化措置義務は、携帯電話回線と併せて販売される携帯
電話端末等

※フィルタリング有効化措置は、フィルタリングウェアのインストール・設
定（アプリの機能制限に関するＯＳの設定を含む）等

※フィルタリング有効化措置は、保護者が希望しない場合は除く

インターネット接続機器製造事業者のフィルタリングソフトウェアのプリイン
ストール等のフィルタリング利用容易化措置義務の対象機器に、携帯電話・Ｐ
ＨＳを追加

ＯＳ開発事業者に、フィルタリング利用の容易化措置が円滑に講ぜられるよう
にＯＳを開発することを義務化

青少年インターネット環境整備法（Ｈ２９．６．２３公布）

フィルタリングに関する説明内容は、
・青少年有害情報を閲覧するおそれ
・フィルタリング（フィルタリング有効化措
置）の必要性・内容 の２点

条例改正（規則を含む）の方向性

〇 規制の対象の明確化
改正法では、義務の対象が携帯電話事業者だけでなく、その契約代理店にも広
げられることに伴い、条例上の義務も同様に拡大
⇒契約代理店の義務も明確になり、指導、立入が実施しやすくなる。

○保護者に対し、事業者、代理店によるフィルタリング有効化措置を利用
することを原則義務化
改正法では、事業者及び契約代理店に、「フィルタリング有効化措置」が義務

付けられるが、「保護者が希望しない場合を除く」旨の除外規定あり。

⇒フィルタリング有効化措置を保護者が安易に「希望しない」とすることがな
いよう対策が必要

⇒保護者が、フィルタリング有効化措置を希望しない場合についても、フィル
タリング・サービスを利用しない場合と同様の正当な理由が必要

⇒保護者の申出書の提出、事業者の申出書の保存を義務付け

〇 フィルタリング説明事項に「ルールづくりの必要性」を追加 （全国初）
ネット依存や、ネットを通じた犯罪被害から青少年を守るためには、ネット利用
のルールづくりが不可欠であるが、ルールづくりを浸透させるため、契約時の説
明事項に追加

〇知事による保護者に対する調査等の規定の拡大
保護者の意識向上のため、知事による調査等の規定をフィルタリング不要申出
を行った保護者だけでなく、フィルタリング有効化措置を希望しなかった保護者
に対しても拡大

○知事による事業者への勧告・公表の規定の拡大
条例不遵守事業者に対する勧告・公表の規定を代理店にも拡大
フィルタリング有効化措置の不要申出書の保存義務に違反した場合も対象

「携帯電話インターネット接続役務」の定義の変更

事業者とその代理店に「フィルタリング説明」等の義務を新設

製造事業者のフィルタリング容易化措置義務の対象機器を拡大

ＯＳ開発事業者の努力義務の新設

問題点・現状

〇 ＭＶＮＯ（いわゆる格安スマホ）対策

現行法令では、ＭＶＮＯが規制の対象となる明確な根拠がなく、ＭＶＮＯに対する調査・指導等は実施していない。
しかし、ＭＶＮＯはシェアを拡大し、県内に販売店も確認しており、早急な対策が必要

法改正を受けた条例改正

課題を受けた条例改正

問題点の解決方策

携帯電話インターネット接続役務の定義が見直され、ＭＶＮＯも法規制の対象となることが明確化
法律の定義を引用している条例においても、ＭＶＮＯが規制の対象となり、指導・立入が可能となる。

〇販売店の取組姿勢に差がある

本県では、携帯電話契約時のフィルタリング利用率調査を実施しているが、販売店によって、利用率に大きな差があ
り、販売店に対する調査・指導が必須

改正法により、携帯電話事業者だけでなく、契約代理店の義務が明確化されることから、今後、販売店に対する調
査・指導を強化する。

〇保護者対策
保護者が、インターネットの危険性を把握しておらず、契約の際、子供の希望により安易にフィルタリング機能の解
除を申し出るケースが多い。
保護者の意識向上に向けた取組が必須

改正法で新設されるフィルタリング有効化措置についても、保護者が希望しない場合は除外される規定があり、保
護者による管理を法令で強制することは困難
引き続き、県民運動等で保護者対策を継続していく必要あり。

〇基準（ルール）づくりの浸透

平成28年４月、条例を改正し、青少年のインターネット利用に関するルールづくりを、県内全ての人の努力義務とし
て取組んでいるが、昨年も、ネット依存傾向にある青少年の割合が増加するなど、まだまだ浸透していない。

ルールづくり浸透のための県民運動の展開を引き続き強化するとともに、契約時の説明事項に「ルールづくりの必
要性」を追加する。
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各都道府県の青少年条例における立入調査拒否・届出義務違反の罰則規定状況一覧

罰則あり 罰則なし 罰則なし

 北海道 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類）・利用カード販売 10万円以下の罰金

 青森県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・特定がん具類）

（自動販売機等の届出）

20万円以下の罰金または科料
（自動販売機等の変更・廃止の届出）

10万円以下の罰金または科料

 岩手県 30万円以下の罰金 自動販売機等（図書類等） 30万円以下の罰金

 宮城県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類） 10万円以下の罰金または科料

 秋田県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書類等） 10万円以下の罰金

 山形県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書類等）・利用カードの販売 10万円以下の罰金

 福島県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書類・がん具類） 10万円以下の罰金

 茨城県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書・特定器具等） 30万円以下の罰金

 栃木県 20万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・がん具類）・利用カード等販売

（利用カード等の販売の届出）

（利用カード等の販売の変更・廃止の届出）

30万円以下の罰金
(自動販売機等の届出）

(自動販売機等の変更・廃止の届出）

20万円以下の罰金または科料

 群馬県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書がん具等）・利用カード等販売

（自動販売機等の届出）

50万円以下の罰金
（利用カード等販売の届出）

20万円以下の罰金
（自動販売機等の変更・廃止の届出）

（利用カード等販売の変更・廃止の届出）

10万円以下の罰金

 埼玉県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書等・がん具等） 10万円以下の罰金

 千葉県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書等・特定玩具等） 30万円以下の罰金または科料

 東京都 20万円以下の罰金 自動販売機等（図書類・特定がん具類） 20万円以下の罰金

 神奈川県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書類・がん具類）・利用カード販売 20万円以下の罰金

 新潟県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・特定がん具類）・利用カード等販売

（利用カード等販売の届出）

（自動販売機等の届出）

20万円以下の罰金
（利用カード等販売の変更・廃止の届出）

（自動販売機等の変更・廃止の届出）

10万円以下の罰金または科料

 富山県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・特定がん具類）・利用カード販売 10万円以下の罰金または科料

 石川県 20万円以下の罰金 自動販売機等（図書等） 20万円以下の罰金

 福井県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書等・がん具刃物類）・利用カード販売 20万円以下の罰金または科料

 山梨県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・刃物類・がん具類） 20万円以下の罰金

 長野県 ○ ○

 岐阜県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・規則で定めるもの）・利用カード販売 20万円以下の罰金または科料

 静岡県 10万円以下の罰金
自動販売機等（図書等・がん具類等）・利用カード販売

（自動販売機等の届出）

30万円以下の罰金
（自動販売機等の変更・廃止の届出）
（利用カードの販売の届出）

20万円以下の罰金
（利用カードの販売の変更・廃止の届出）

10万円以下の罰金

 愛知県 10万円以下の罰金
自動販売機等（図書類）・利用カード販売

（利用カードの販売の届出）

30万円以下の罰金
（利用カードの販売の変更・廃止の届出）

20万円以下の罰金
（図書類の自動販売機の届出）

10万円以下の罰金

 三重県 3万円以下の罰金 自動販売機等（図書類等） 10万円以下の罰金

 滋賀県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書等・がん具等） 10万円以下の罰金または科料

 京都府 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書類等） 10万円以下の罰金

 大阪府 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書類・玩具刃物類） 科料

 兵庫県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・がん具類）

（図書類の自動販売機の届出）

20万円以下の罰金
（図書類の自動販売機の変更・廃止の届出）

10万円以下の罰金

 奈良県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類） 10万円以下の罰金または科料

 和歌山県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書等・刃物類・器具類）・利用カード販売 10万円以下の罰金

 鳥取県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・がん具刃物類）・利用カード販売 10万円以下の罰金または科料

 島根県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類）・利用カード販売 20万円以下の罰金または科料

 岡山県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書）・利用カード販売 10万円以下の罰金

 広島県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書類・がん具刃物類）・利用カード等販売 10万円以下の罰金

 山口県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・がん具類）・利用カード等販売 10万円以下の罰金または科料

 徳島県 30万円以下の罰金 自動販売機等（図書類等）・利用カード販売 30万円以下の罰金

 香川県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書等・がん具類等）・利用カード販売 10万円以下の罰金

 愛媛県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類等・がん具類等）・利用カード販売 20万円以下の罰金または科料

 高知県 20万円以下の罰金 自動販売機等（図書類・がん具刃物類） 20万円以下の罰金

 福岡県 5万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類等）・利用カード等販売 20万円以下の罰金または科料

 佐賀県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書等・がん具類・刃物類）・利用カード販売 10万円以下の罰金または科料

 長崎県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・がん具類）・利用カード等販売 30万円以下の罰金

 熊本県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書等）・利用カード販売 20万円以下の罰金または科料

 大分県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書等・がん具類等）・利用カード販売 20万円以下の罰金または科料

 宮崎県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書類・がん具類）・利用カード等販売 10万円以下の罰金または科料

 鹿児島県 10万円以下の罰金または科料 自動販売機等（図書等・がん具刃物等）・利用カード販売 20万円以下の罰金または科料

 沖縄県 10万円以下の罰金 自動販売機等（図書等・器具類等） 10万円以下の罰金
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青少年愛護条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 制定の理由 

(1) 近年、著しく性的感情を刺激するおそれがある方法で異性の客に接触する役務を提供

する等の営業（以下「有害役務営業」という。）において、当該営業の客が当該客に接す

る業務に従事する青少年に対してわいせつな行為を働くこと、青少年を欺き、威迫し又

は困惑させ、当該青少年に係る児童ポルノを提供するように求めること等により、青少

年の健全な育成が阻害されるおそれが増大している。 

(2) このような青少年を取り巻く社会環境の変化に対応するため、有害役務営業を営む者

の禁止行為を定めるとともに、何人も青少年に対し当該青少年に係る児童ポルノの提供

を求めることを禁止する等所要の整備を行う。 

２ 制定の概要 

(1) 定義（第２条関係） 

次に掲げる用語の意義を、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

ア 有害役務営業 店舗型有害役務営業及び無店舗型有害役務営業をいう。 

イ 店舗型有害役務営業 次に掲げる営業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（以下「風営適正化法」という。）に規定する風俗営業、店舗型性風俗特殊営

業又は特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。）をいう。 

  (ｱ) 店舗を設け、著しく性的感情を刺激するおそれがある方法により、専ら異性の客

に接触し、又は接触させる役務を提供する営業 

(ｲ) 店舗を設け、専ら異性の客に対し著しく性的感情を刺激する姿態を見せる役務を

提供する営業 

  (ｳ) 店舗を設け、専ら異性の客に同伴し、遊技又は遊興をさせる役務を提供する営業 

(ｴ) 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する業務に従

事する者が専ら異性の客に接するもののうち、次のいずれかに該当するもの 

ａ 客に接する業務に従事する者が著しく性的感情を刺激する衣服として規則で定

めるものを着用するもの 

ｂ 客に接する業務に従事する者が青少年が客に接する業務に従事していることを

連想させる衣服として規則で定めるものを着用するもの 

ｃ 青少年が客に接する業務に従事していることを明示し又は連想させる文字、数

字その他の記号、映像、写真又は絵（以下「文字等」という。）として規則で定め
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るものを当該営業の場所の名称又は広告若しくは宣伝に用いるもの 

ウ 無店舗型有害役務営業 次に掲げる営業（風営適正化法に規定する無店舗型性風俗

特殊営業に該当するものを除く。）をいう。 

(ｱ) 著しく性的感情を刺激するおそれがある方法により、専ら異性の客に接触し、又

は接触させる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、当該客の依頼を受けて

派遣することにより営むもの 

(ｲ) 専ら異性の客に対し著しく性的感情を刺激する姿態を見せる役務を提供する営業

で、当該役務を行う者を、当該客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 

(ｳ) 専ら異性の客に同伴し、遊技又は遊興をさせる役務を提供する営業で、当該役務

を行う者を、当該客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 

(2) 有害役務営業を営む者の禁止行為等（第17条関係） 

ア 有害役務営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならないものとする。 

(ｱ) 青少年を有害役務営業の客に接する業務に従事させること。 

(ｲ) 青少年に対し、有害役務営業の客に接する業務に従事するよう勧誘すること。 

(ｳ) 青少年に対し、有害役務営業の客となるよう勧誘すること。 

(ｴ) 青少年に対し、有害役務営業の名称、所在地又は電話番号その他の当該有害役務

営業に関する事項（以下「有害役務営業の名称等」という。）を記載した文書、図画

その他のもの（以下「文書等」という。）を頒布すること。 

(ｵ) 有害役務営業の客に接する業務に従事するよう青少年に勧誘させること。 

(ｶ) 有害役務営業の客となるよう青少年に勧誘させること。 

(ｷ) 有害役務営業の名称等を記載した文書等を青少年に頒布させること。 

(ｸ) 店舗型有害役務営業の場所（以下(2)において「営業所」という。）又は無店舗型

有害役務営業の受付所（(1)ウ(ｱ)から(ｳ)までの役務の提供以外の客に接する業務を

行うための施設をいう。以下同じ。）に青少年を客として立ち入らせること。 

(ｹ) 青少年を無店舗型有害役務営業の客とすること。 

イ 有害役務営業を営む者は、次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる有害役務営業の区分に従い、当

該(ｱ)又は(ｲ)に定める場所の立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、青少年の立入り

を禁ずる旨の掲示をしなければならないものとする。 

(ｱ) 店舗型有害役務営業 営業所 

(ｲ) 無店舗型有害役務営業（受付所を設けて営むものに限る。） 受付所 



 

 

 

ウ 有害役務営業を営む者は、当該有害役務営業につき広告又は宣伝をするときは、次

の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる有害役務営業の区分に従い、当該(ｱ)又は(ｲ)に定める事項を明

らかにしなければならないものとする。   

(ｱ) 店舗型有害役務営業 営業所への青少年の立入りを禁ずる旨 

(ｲ) 無店舗型有害役務営業 青少年が無店舗型有害役務営業の客となることを禁ずる

旨及び受付所を設けて営む無店舗型有害役務営業にあっては、受付所への青少年の

立入りを禁ずる旨 

エ 有害役務営業を営む者は、次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる有害役務営業の区分に従い、当

該(ｱ)又は(ｲ)に定める場所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該有害役務営業に従

事する者の氏名、生年月日及び住所その他の規則で定める事項を記載しておかなけれ

ばならないものとする。 

(ｱ) 店舗型有害役務営業 営業所 

(ｲ) 無店舗型有害役務営業 事務所及び受付所を設けて営む無店舗型有害役務営業に

あっては、受付所 

オ 知事は、有害役務営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、ア(ｴ)に

掲げる行為をしたときは、当該有害役務営業を営む者に対し、その行為の中止を命じ、

又は必要な措置を講ずべき旨を命ずることができるものとする。 

(3) 有害役務営業の停止（第18条関係） 

知事は、有害役務営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該有害

役務営業に関し、次のいずれかに該当するときは、当該有害役務営業を営む者に対し、

６月を超えない範囲内で期間を定めて当該有害役務営業の全部又は一部の停止を命ずる

ことができるものとする。 

ア 刑法に規定する公然わいせつ、わいせつ物頒布等又は淫行勧誘の罪に当たる違法な

行為をしたとき。 

イ 労働基準法の規定に違反し、満15歳未満の児童を労働者として使用する行為等をし

たとき。 

ウ 職業安定法の規定に違反し、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行

う行為等をしたとき。 

エ 児童福祉法の規定に違反し、児童に淫行させる行為等をしたとき。 

オ 売春防止法に規定する勧誘等の罪に当たる違法な行為等をしたとき。 



 

 

 

カ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法

律（以下「児童ポルノ禁止法」という。）に規定する児童買春の罪に当たる違法な行為

等をしたとき。 

キ 青少年愛護条例に規定する罪（(10)アに掲げる部分を除く。）に当たる違法な行為を 

したとき。 

ク (2)オの違反行為の中止等の命令に従わなかったとき。 

(4) 児童ポルノ等の提供の求めの禁止（第21条の３関係） 

何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等（児童ポルノ禁止法に規定す

る児童ポルノ及び児童ポルノ禁止法に掲げる姿態を視覚により認識することができる方

法により描写した情報を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）その他の記録をいう。以下同じ。）の提

供を求めてはならないものとする。 

(5) 携帯電話端末設備等による有害情報の閲覧防止措置（第24条の４関係） 

ア 保護者は、その監護する青少年が携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約

（当該契約の内容を変更する契約を含む。）の当事者となる場合又はその監護する青少年

を端末設備の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約（当該契約の内容

を変更する契約を含む。）を自ら締結する場合において、当該青少年が就労しており、フ

ィルタリング・サービスを利用することで当該青少年の業務に著しい支障を生ずることそ

の他の規則で定める正当な理由があるときは、携帯電話インターネット接続役務提供事業

者等（携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者及び当該契約の締結の

媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者をいう。以下同じ。）に対し、当該正当な理由が

存在することを明らかにして、フィルタリング・サービスを利用しない旨及び当該携帯電

話インターネット接続役務提供事業者等が当該契約に係る端末設備についてフィルタリン

グ有効化措置（インターネットを利用する者の有害情報の閲覧を制限するため、端末設備

に組み込まれたプログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることがで

きるように組み合わされたものをいう。）の機能を制限する措置をいう。以下同じ。）を

講ずることを希望しない旨の申出をすることができるものとする。 

イ 保護者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、アの申出をするとき

は、規則で定めるところにより、アの正当な理由を記載した書面（当該書面に記載すべき



 

 

 

事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）を当該携帯電話インターネット接続役務

提供事業者等に提出しなければならないものとする。 

ウ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、アの契約を締結するに当たって

は、青少年又はその保護者に対し、フィルタリング・サービスの内容、青少年のイン

ターネットの利用に関する基準づくりの必要性その他の規則で定める事項を説明する

とともに、その内容を記載した説明書（当該説明書に記載すべき事項を記録した電磁

的記録を含む。）を交付しなければならないものとする。 

エ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、イの書面の提出を受けた場合は、

当該書面を、当該契約が終了する日までの間保存しなければならないものとする。こ

の場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、当該書面の

保存に代えて当該書面に記載された事項に係る電磁的記録を保存することができるも

のとする。 

オ 知事は、フィルタリング・サービスの利用を条件としないアの契約を青少年のため

に締結した保護者又は当該契約を締結した青少年の保護者に対し、当該契約に基づく

青少年によるインターネットの利用が適切に行われているかどうかについて、説明若

しくは資料の提出を求め、調査その他の必要な措置を講ずることができるものとする。 

カ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等がウ又はエに違反している

と認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、必要な

措置を講ずべきことを勧告することができるものとする。 

キ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等がカの勧告に従わなかった

ときは、その旨を公表することができるものとする。 

(6) 青少年愛護審議会への諮問（第25条関係） 

知事は、次に掲げる行為をしようとするときは、青少年愛護審議会の意見を聴かなけ

ればならないものとする。 

ア 店舗型有害役務営業に関する(1)イ(ｴ)ａ又はｂの衣服を定める規則の制定 

イ 店舗型有害役務営業に関する(1)イ(ｴ)ｃの文字等を定める規則の制定 

ウ 有害役務営業を営む者に対する(3)の有害役務営業の停止の命令 

エ 保護者のフィルタリング・サービスを利用しない旨及びフィルタリング有効化措置

を講ずることを希望しない旨の申出に係る書面の提出方法を定める(5)イの規則の制

定 



 

 

 

オ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が、青少年又はその保護者に説明す

べき事項を定める(5)ウの規則の制定 

カ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対する必要な措置を講ずべき旨の

(5)カの勧告 

(7) 推奨等の要請（第26条関係） 

何人も、(2)オの有害役務営業を営む者に対する違反行為の中止等の命令をすることが

適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を要請することができるものとする。 

(8) 教育委員会等の要請に基づく勧告（第27条関係） 

知事は、学校の周辺における有害役務営業の内容が当該学校の教育環境を著しく害し、

又は害するおそれがある場合において、教育委員会等の要請があったときは、当該有害

役務営業を営む者に対し、当該学校の教育環境の清浄化について必要な措置をとるべき

ことを勧告することができるものとする。 

(9) 立入調査（第28条関係） 

知事又はその命じた者若しくは委任した者は、この条例の実施のため必要があると認

めるときは、営業時間内において、次に掲げる場所に立ち入り、調査し、関係者に質問

し、又は関係者から資料の提供を求めることができるものとする。 

ア 店舗型有害役務営業の場所 

イ 無店舗型有害役務営業の事務所又は受付所 

ウ (5)アの契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者の営業又は事業の場所 

(10) 罰則（第30条関係） 

ア 有害役務営業の停止の命令（(3)）に違反した者は、１年以下の懲役又は50万円以下

の罰金に処するものとする。 

イ 次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処するものとする。 

(ｱ) 青少年を有害役務営業の客に接する業務に従事させた者（(2)ア(ｱ)） 

(ｲ) 店舗型有害役務営業の場所又は無店舗型有害役務営業の受付所に青少年を客とし

て立ち入らせた者（(2)ア(ｸ)） 

ウ 次の(ｱ)から(ｶ)までのいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処す

るものとする。 

(ｱ) 青少年に対し、有害役務営業の客に接する業務に従事するよう勧誘した者（(2)ア



 

 

 

(ｲ)） 

(ｲ) 青少年に対し、有害役務営業の客となるよう勧誘した者（(2)ア(ｳ)） 

(ｳ) 有害役務営業の客に接する業務に従事するよう青少年に勧誘させた者（(2)ア(ｵ)） 

(ｴ) 有害役務営業の客となるよう青少年に勧誘させた者（(2)ア(ｶ)） 

(ｵ) 有害役務営業の名称等を記載した文書等を青少年に頒布させた者（(2)ア(ｷ)） 

(ｶ) 次のａ又はｂのいずれかに該当する方法により、青少年に対し、当該青少年に係

る児童ポルノ等の提供を求めた者（(4)） 

ａ 青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法 

ｂ 青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束を

する方法 

エ (2)ア（(ｴ)又は(ｹ)に係る部分を除く。）又は(4)に違反した者は、過失のないときを

除き、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない

ものとする。 

オ 次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処す

るものとする。 

(ｱ) 店舗型有害役務営業の場所又は無店舗型有害役務営業の受付所に青少年の立入り

を禁ずる旨の掲示（(2)イ）をしなかった者 

(ｲ) 有害役務営業に係る広告又は宣伝において営業所への青少年の立入りを禁ずる旨

等の明示（(2)ウ）をしなかった者 

(ｳ) 有害役務営業の従業者名簿（(2)エ）を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若

しくは虚偽の記載をした者 

(11) その他 

その他規定の整備を行う（第２条、第９条、第12条、第12条の３、第12条の５、第24

条の４、第25条及び第28条関係）。 

３ 施行期日等 

(1) 施行期日 

平成30年10月１日。ただし、２(4)及び(10)ウ（(ｶ)に掲げる部分に限る。）並びに３(2)

イは同年４月１日、２(5)、(6)（エからカまでに掲げる部分に限る。）及び(9)（ウに掲

げる部分に限る。）は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等

に関する法律の一部を改正する法律の施行の日、３(2)アは同年１月１日 



 

 

 

 (2) 経過措置 

ア 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、必要があると認めるときは、営業時

間内において、次に掲げる場所に立ち入り、調査し、関係者に質問し、又は関係者か

ら資料の提供を求めることができるものとする。 

(ｱ) 改正後の青少年愛護条例（以下「改正後の条例」という。）に規定する店舗型有害

役務営業に該当することとなる営業の場所 

(ｲ) 改正後の条例に規定する無店舗型有害役務営業に該当することとなる営業の事務

所又は改正後の条例に規定する受付所 

イ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、従前の例によるもの

とする。 

 



 

新 旧 対 照 表    

現    行   改  正  案  

（ 定 義 ）   （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

 第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) 青 少 年  18歳 未 満 の 者（ 法 律 に よ り 成 年 に 達 し た も の と み な さ れ る 者

及 び 成 年 者 と 同 一 の 行 為 能 力 を 有 す る 者 を 除 く 。 ） を い う 。  

 (１ ) 青 少 年  18歳 未 満 の 者（ 法 律 に よ り 成 年 に 達 し た も の と み な さ れ る 者

及 び 成 年 者 と 同 一 の 行 為 能 力 を 有 す る 者 を 除 く 。 ） を い う 。  

(２ ) 保 護 者  親 権 者 、後 見 人 、児 童 福 祉 施 設 の 長 、寄 宿 舎 の 舎 監 そ の 他 の

者 で 、 青 少 年 を 現 に 監 護 す る も の を い う 。  

 (２ ) 保 護 者  親 権 者 、後 見 人 、児 童 福 祉 施 設 の 長 、寄 宿 舎 の 舎 監 そ の 他 の

者 で 、 青 少 年 を 現 に 監 護 す る も の を い う 。  

(３ ) 興 行  映 画 、 演 劇 、 演 芸 及 び 見 せ 物 を い う 。   (３ ) 興 行  映 画 、 演 劇 、 演 芸 及 び 見 せ 物 を い う 。  

(４ ) 図 書 類  書 籍 、雑 誌 そ の 他 の 刊 行 物 、絵 画 、写 真 、ス ラ イ ド 、レ コ ー

ド 、録 音 テ ー プ 、コ ン パ ク ト デ ィ ス ク 、映 画 フ ィ ル ム 、ビ デ オ テ ー プ 、ビ

デ オ デ ィ ス ク そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を い う 。  

 (４ ) 図 書 類  書 籍 、雑 誌 そ の 他 の 刊 行 物 、絵 画 、写 真 、ス ラ イ ド 、レ コ ー

ド 、録 音 テ ー プ 、コ ン パ ク ト デ ィ ス ク 、映 画 フ ィ ル ム 、ビ デ オ テ ー プ 、ビ

デ オ デ ィ ス ク そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を い う 。  

(５ ) が ん 具 類 等  が ん 具 類 又 は 刃 物 類（ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法（ 昭 和 33

年 法 律 第 ６ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 刀 剣 類 を 除 く 。 ） を い う 。  

 (５ ) 玩 具 類 等  玩 具 類 又 は 刃 物 類（ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法（ 昭 和 33年 法

律 第 ６ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 刀 剣 類 を 除 く 。 ） を い う 。  

(６ ) 自 動 販 売 機  物 品 を 販 売 す る た め の 機 器 で 、物 品 の 販 売 に 従 事 す る 者

と 客 と が 直 接 に 対 面 を す る 方 法 に よ ら ず に 、当 該 機 器 に 収 納 さ れ た 物 品 を

販 売 す る こ と が で き る も の を い う 。  

 (６ ) 自 動 販 売 機  物 品 を 販 売 す る た め の 機 器 で 、物 品 の 販 売 に 従 事 す る 者

と 客 と が 直 接 に 対 面 を す る 方 法 に よ ら ず に 、当 該 機 器 に 収 納 さ れ た 物 品 を

販 売 す る こ と が で き る も の を い う 。  

(７ ) 遊 技 営 業 等  次 に 掲 げ る 営 業（ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23年 法 律 第 122号 。 以 下 「 風 営 適 正 化 法 」 と い う 。 ）

第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 風 俗 営 業 、同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 店 舗 型 性 風 俗 特

殊 営 業 及 び 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 並 び に 旅 館 業

法 （ 昭 和 23年 法 律 第 138号 ） の 適 用 を 受 け る 営 業 を 除 く 。 ） を い う 。  

 (７ ) 遊 技 営 業 等  次 に 掲 げ る 営 業（ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23年 法 律 第 122号 。 以 下 「 風 営 適 正 化 法 」 と い う 。 ）

第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 風 俗 営 業 、同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 店 舗 型 性 風 俗 特

殊 営 業 及 び 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 店 舗 型 電 話 異 性 紹 介 営 業 並 び に 旅 館 業

法 （ 昭 和 23年 法 律 第 138号 ） の 適 用 を 受 け る 営 業 を 除 く 。 ） を い う 。  

ア  設 備 を 設 け て 客 に 遊 技 又 は 遊 興 を さ せ る 営 業   ア  設 備 を 設 け て 客 に 遊 技 又 は 遊 興 を さ せ る 営 業  

イ  設 備 を 設 け て 客 に 飲 食 を さ せ る 営 業   イ  設 備 を 設 け て 客 に 飲 食 を さ せ る 営 業  

ウ  設 備 を 設 け て 客 に 図 書 類 の 閲 覧 若 し く は 視 聴 を さ せ 、又 は イ ン タ ー ネ

ッ ト の 利 用 を さ せ る 営 業  

 ウ  設 備 を 設 け て 客 に 図 書 類 の 閲 覧 若 し く は 視 聴 を さ せ 、又 は イ ン タ ー ネ

ッ ト の 利 用 を さ せ る 営 業  

  (８ )  有 害 役 務 営 業  店 舗 型 有 害 役 務 営 業 及 び 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 を い

う 。  

  (９ ) 店 舗 型 有 害 役 務 営 業  次 に 掲 げ る 営 業（ 風 営 適 正 化 法 第 ２ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 風 俗 営 業 、同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 又 は 同 条

第 11項 に 規 定 す る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） を い う 。 

  ア  店 舗 を 設 け 、著 し く 性 的 感 情 を 刺 激 す る お そ れ が あ る 方 法 に よ り 、専

ら 異 性 の 客 に 接 触 し 、 又 は 接 触 さ せ る 役 務 を 提 供 す る 営 業  

  イ  店 舗 を 設 け 、専 ら 異 性 の 客 に 対 し 著 し く 性 的 感 情 を 刺 激 す る 姿 態 を 見  
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  せ る 役 務 を 提 供 す る 営 業  

  ウ  店 舗 を 設 け 、専 ら 異 性 の 客 に 同 伴 し 、遊 技 又 は 遊 興 を さ せ る 役 務 を 提

供 す る 営 業  

  エ  喫 茶 店 、バ ー そ の 他 設 備 を 設 け て 客 に 飲 食 を さ せ る 営 業 で 、客 に 接 す

る 業 務 に 従 事 す る 者 が 専 ら 異 性 の 客 に 接 す る も の の う ち 、次 の い ず れ か

に 該 当 す る も の  

  (ア ) 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 す る 者 が 著 し く 性 的 感 情 を 刺 激 す る 衣 服 と

し て 規 則 で 定 め る も の を 着 用 す る も の  

  (イ ) 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 す る 者 が 青 少 年 が 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 し

て い る こ と を 連 想 さ せ る 衣 服 と し て 規 則 で 定 め る も の を 着 用 す る も

の  

  (ウ ) 青 少 年 が 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 し て い る こ と を 明 示 し 又 は 連 想 さ

せ る 文 字 、数 字 そ の 他 の 記 号 、映 像 、写 真 又 は 絵 と し て 規 則 で 定 め る

も の を 当 該 営 業 の 場 所 の 名 称 又 は 広 告 若 し く は 宣 伝 に 用 い る も の  

  (10) 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業  次 に 掲 げ る 営 業 （ 風 営 適 正 化 法 第 ２ 条 第 ７ 項

に 規 定 す る 無 店 舗 型 性 風 俗 特 殊 営 業 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） を い う 。  

  ア  著 し く 性 的 感 情 を 刺 激 す る お そ れ が あ る 方 法 に よ り 、専 ら 異 性 の 客 に

接 触 し 、 又 は 接 触 さ せ る 役 務 を 提 供 す る 営 業 で 、 当 該 役 務 を 行 う 者 を 、

当 該 客 の 依 頼 を 受 け て 派 遣 す る こ と に よ り 営 む も の  

  イ  専 ら 異 性 の 客 に 対 し 著 し く 性 的 感 情 を 刺 激 す る 姿 態 を 見 せ る 役 務 を

提 供 す る 営 業 で 、当 該 役 務 を 行 う 者 を 、当 該 客 の 依 頼 を 受 け て 派 遣 す る

こ と に よ り 営 む も の  

  ウ  専 ら 異 性 の 客 に 同 伴 し 、 遊 技 又 は 遊 興 を さ せ る 役 務 を 提 供 す る 営 業

で 、当 該 役 務 を 行 う 者 を 、当 該 客 の 依 頼 を 受 け て 派 遣 す る こ と に よ り 営

む も の  

   

（ 青 少 年 の 保 護 の た め の 努 力 義 務 ）   （ 青 少 年 の 保 護 の た め の 努 力 義 務 ）  

第 ９ 条  何 人 も 、そ の 内 容 の 全 部 又 は 一 部 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る た

め 、青 少 年 に 観 覧 さ せ 、見 せ 、読 ま せ 、又 は 聞 か せ る こ と が そ の 健 全 な 育 成

を 阻 害 す る と 認 め ら れ る 興 行 、図 書 類 、広 告 物 そ の 他 の も の を 青 少 年 に 観 覧

さ せ 、 見 せ 、 読 ま せ 、 又 は 聞 か せ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 第 ９ 条  何 人 も 、そ の 内 容 の 全 部 又 は 一 部 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る た

め 、青 少 年 に 観 覧 さ せ 、見 せ 、読 ま せ 、又 は 聞 か せ る こ と が そ の 健 全 な 育 成

を 阻 害 す る と 認 め ら れ る 興 行 、図 書 類 、広 告 物 そ の 他 の も の を 青 少 年 に 観 覧

さ せ 、 見 せ 、 読 ま せ 、 又 は 聞 か せ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 著 し く 性 的 感 情 を 刺 激 す る も の で あ る こ と 。   (１ ) 著 し く 性 的 感 情 を 刺 激 す る も の で あ る こ と 。  

(２ ) 著 し く 粗 暴 性 又 は 残 忍 性 を 助 長 す る も の で あ る こ と 。   (２ ) 著 し く 粗 暴 性 又 は 残 忍 性 を 助 長 す る も の で あ る こ と 。  
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(３ ) 著 し く 恐 怖 心 を 与 え る も の で あ る こ と 。   (３ ) 著 し く 恐 怖 心 を 与 え る も の で あ る こ と 。  

(４ ) 犯 罪 を 誘 発 し 、 又 は 助 長 す る お そ れ が あ る も の で あ る こ と 。   (４ ) 犯 罪 を 誘 発 し 、 又 は 助 長 す る お そ れ が あ る も の で あ る こ と 。  

(５ ) 自 殺 を 誘 発 し 、 又 は 助 長 す る お そ れ が あ る も の で あ る こ と 。   (５ ) 自 殺 を 誘 発 し 、 又 は 助 長 す る お そ れ が あ る も の で あ る こ と 。  

２  何 人 も 、 そ の 形 状 、 構 造 又 は 機 能 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る た め 、

青 少 年 に 所 持 さ せ る こ と が そ の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る と 認 め ら れ る が ん 具

類 等 そ の 他 の 物 を 青 少 年 に 所 持 さ せ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 ２  何 人 も 、 そ の 形 状 、 構 造 又 は 機 能 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る た め 、

青 少 年 に 所 持 さ せ る こ と が そ の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る と 認 め ら れ る 玩 具 類

等 そ の 他 の 物 を 青 少 年 に 所 持 さ せ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 人 体 に 危 害 を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の で あ る こ と 。   (１ ) 人 体 に 危 害 を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の で あ る こ と 。  

(２ ) 著 し く 性 的 感 情 を 刺 激 す る も の で あ る こ と 。   (２ ) 著 し く 性 的 感 情 を 刺 激 す る も の で あ る こ と 。  

３  何 人 も 、そ の 内 容 、設 備 又 は 形 態 が 青 少 年 の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る と 認 め

ら れ る 営 業 を 青 少 年 に 利 用 さ せ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 ３  何 人 も 、そ の 内 容 、設 備 又 は 形 態 が 青 少 年 の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る と 認 め

ら れ る 営 業 を 青 少 年 に 利 用 さ せ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

４  前 ３ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、何 人 も 、青 少 年 の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る お

そ れ の あ る 行 為 を 行 わ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 ４  前 ３ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、何 人 も 、青 少 年 の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る お

そ れ の あ る 行 為 を 行 わ な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

   

（ 有 害 図 書 類 及 び 有 害 が ん 具 類 等 の 販 売 等 の 禁 止 ）   （ 有 害 図 書 類 及 び 有 害 玩 具 類 等 の 販 売 等 の 禁 止 ）  

第 12条  知 事 は 、図 書 類 の 内 容 の 全 部 又 は 一 部 が 第 ９ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る た め 、青 少 年 に 見 せ 、読 ま せ 、又 は 聞 か せ る こ と が そ の 健 全 な 育

成 を 阻 害 す る と 認 め る と き は 、 当 該 図 書 類 を 青 少 年 に と っ て 有 害 な 図 書 類

（ 以 下 「 有 害 図 書 類 」 と い う 。 ） と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

 第 12条  知 事 は 、図 書 類 の 内 容 の 全 部 又 は 一 部 が 第 ９ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る た め 、青 少 年 に 見 せ 、読 ま せ 、又 は 聞 か せ る こ と が そ の 健 全 な 育

成 を 阻 害 す る と 認 め る と き は 、 当 該 図 書 類 を 青 少 年 に と っ て 有 害 な 図 書 類

（ 以 下 「 有 害 図 書 類 」 と い う 。 ） と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た 図 書 類 の ほ か 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 図 書 類 は 、 有 害 図 書 類 と す る 。  

 ２  前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た 図 書 類 の ほ か 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 図 書 類 は 、 有 害 図 書 類 と す る 。  

(１ ) 書 籍 、雑 誌 そ の 他 の 刊 行 物 で あ っ て 、全 裸 、半 裸 若 し く は こ れ ら に 近

い 状 態 で の 卑 わ い な 姿 態 又 は 性 交 若 し く は こ れ に 類 す る 性 行 為（ 以 下「 卑

わ い な 姿 態 等 」と い う 。）を 被 写 体 と す る 写 真 又 は 描 写 す る 絵 画 で 規 則 で

定 め る も の を 掲 載 す る ペ ー ジ の 数 が 規 則 で 定 め る 数 以 上 で あ る も の  

 (１ ) 書 籍 、雑 誌 そ の 他 の 刊 行 物 で あ っ て 、全 裸 、半 裸 若 し く は こ れ ら に 近

い 状 態 で の 卑 わ い な 姿 態 又 は 性 交 若 し く は こ れ に 類 す る 性 行 為（ 以 下「 卑

わ い な 姿 態 等 」と い う 。）を 被 写 体 と す る 写 真 又 は 描 写 す る 絵 画 で 規 則 で

定 め る も の を 掲 載 す る ペ ー ジ の 数 が 規 則 で 定 め る 数 以 上 で あ る も の  

(２ ) ビ デ オ テ ー プ 、 ビ デ オ デ ィ ス ク そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の で あ っ て 、

卑 わ い な 姿 態 等 を 描 写 す る 場 面 で 規 則 で 定 め る も の の 描 写 の 時 間 が 規 則

で 定 め る 時 間 以 上 で あ る も の  

 (２ ) ビ デ オ テ ー プ 、 ビ デ オ デ ィ ス ク そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の で あ っ て 、

卑 わ い な 姿 態 等 を 描 写 す る 場 面 で 規 則 で 定 め る も の の 描 写 の 時 間 が 規 則

で 定 め る 時 間 以 上 で あ る も の  

(３ ) 表 紙 又 は 包 装 箱 そ の 他 の 包 装 の 用 に 供 さ れ て い る 物 に 第 １ 号 の 規 則

で 定 め る 写 真 又 は 絵 画 を 掲 載 し て い る 図 書 類  

 (３ ) 表 紙 又 は 包 装 箱 そ の 他 の 包 装 の 用 に 供 さ れ て い る 物 に 第 １ 号 の 規 則

で 定 め る 写 真 又 は 絵 画 を 掲 載 し て い る 図 書 類  

(４ ) 図 書 類 の 内 容 が 青 少 年 に 与 え る 影 響 に つ い て の 審 査 を 行 う 団 体 で 知

事 が 指 定 す る も の が 、青 少 年 に 閲 覧 さ せ 、又 は 視 聴 さ せ る こ と が 適 当 で な

い と 認 め た 図 書 類 で 、当 該 団 体 が 定 め る 方 法 に よ り そ の 旨 が 表 示 さ れ て い

る も の  

 (４ ) 図 書 類 の 内 容 が 青 少 年 に 与 え る 影 響 に つ い て の 審 査 を 行 う 団 体 で 知

事 が 指 定 す る も の が 、青 少 年 に 閲 覧 さ せ 、又 は 視 聴 さ せ る こ と が 適 当 で な

い と 認 め た 図 書 類 で 、当 該 団 体 が 定 め る 方 法 に よ り そ の 旨 が 表 示 さ れ て い

る も の  
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３  図 書 類 を 販 売 し 、貸 し 付 け 、閲 覧 さ せ 、又 は 視 聴 さ せ る こ と を 業 と す る 者

（ 以 下「 図 書 類 取 扱 業 者 」と い う 。）は 、有 害 図 書 類 を 青 少 年 に 販 売 し 、貸

し 付 け 、 閲 覧 さ せ 、 又 は 視 聴 さ せ て は な ら な い 。  

 ３  図 書 類 を 販 売 し 、貸 し 付 け 、閲 覧 さ せ 、又 は 視 聴 さ せ る こ と を 業 と す る 者

（ 以 下「 図 書 類 取 扱 業 者 」と い う 。）は 、有 害 図 書 類 を 青 少 年 に 販 売 し 、貸

し 付 け 、 閲 覧 さ せ 、 又 は 視 聴 さ せ て は な ら な い 。  

４  知 事 は 、が ん 具 類 等 の 形 状 、構 造 又 は 機 能 が 第 ９ 条 第 ２ 項 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る た め 、青 少 年 に 所 持 さ せ る こ と が そ の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る と 認

め る と き は 、当 該 が ん 具 類 等 を 青 少 年 に と っ て 有 害 な が ん 具 類 等（ 以 下「 有

害 が ん 具 類 等 」 と い う 。 ） と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

 ４  知 事 は 、玩 具 類 等 の 形 状 、構 造 又 は 機 能 が 第 ９ 条 第 ２ 項 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る た め 、青 少 年 に 所 持 さ せ る こ と が そ の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る と 認 め

る と き は 、当 該 玩 具 類 等 を 青 少 年 に と っ て 有 害 な 玩 具 類 等（ 以 下「 有 害 玩 具

類 等 」 と い う 。 ） と し て 指 定 す る こ と が で き る 。  

５  前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た が ん 具 類 等 の ほ か 、次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る が ん 具 類 等 は 、 有 害 が ん 具 類 等 と す る 。  

 ５  前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た 玩 具 類 等 の ほ か 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 玩 具 類 等 は 、 有 害 玩 具 類 等 と す る 。  

(１ ) 専 ら 性 交 又 は こ れ に 類 す る 性 行 為 の 用 に 供 す る が ん 具 類 等 で 、規 則 で

定 め る 形 状 、 構 造 又 は 機 能 を 有 す る も の  

 (１ ) 専 ら 性 交 又 は こ れ に 類 す る 性 行 為 の 用 に 供 す る 玩 具 類 等 で 、規 則 で 定

め る 形 状 、 構 造 又 は 機 能 を 有 す る も の  

(２ ) 使 用 済 み の 下 着（ 使 用 済 み の 下 着 で あ る 旨 の 表 示 若 し く は そ れ と 誤 認

さ せ る 表 示 が さ れ 、又 は 使 用 済 み の 下 着 と 誤 認 さ せ る 形 態 を 有 す る が ん 具

類 を 含 む 。 ）  

 (２ ) 使 用 済 み の 下 着（ 使 用 済 み の 下 着 で あ る 旨 の 表 示 若 し く は そ れ と 誤 認

さ せ る 表 示 が さ れ 、又 は 使 用 済 み の 下 着 と 誤 認 さ せ る 形 態 を 有 す る 玩 具 類

を 含 む 。 ）  

(３ ) 下 着 の 形 状 を し た が ん 具 類   (３ ) 下 着 の 形 状 を し た 玩 具 類  

６  が ん 具 類 等 の 販 売 又 は 貸 付 け を 業 と す る 者 は 、有 害 が ん 具 類 等 を 青 少 年 に

販 売 し 、 又 は 貸 し 付 け て は な ら な い 。  

 ６  玩 具 類 等 の 販 売 又 は 貸 付 け を 業 と す る 者 は 、有 害 玩 具 類 等 を 青 少 年 に 販 売

し 、 又 は 貸 し 付 け て は な ら な い 。  

７  第 １ 項 、 第 ２ 項 第 ４ 号 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 は 、 告 示 に よ り 行 う 。  ７  第 １ 項 、 第 ２ 項 第 ４ 号 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 は 、 告 示 に よ り 行 う 。 

   

（ 自 動 販 売 機 に よ る 図 書 類 又 は が ん 具 類 等 の 販 売 の 届 出 等 ）   （ 自 動 販 売 機 に よ る 図 書 類 又 は 玩 具 類 等 の 販 売 の 届 出 等 ）  

第 12条 の ３  図 書 類 又 は が ん 具 類 等 の 販 売 を 業 と す る 者（ 以 下「 図 書 類 等 販 売

業 者 」と い う 。）は 、自 動 販 売 機 に よ り 当 該 販 売 を し よ う と す る と き（ 規 則

で 定 め る 場 所 に 自 動 販 売 機 を 設 置 し 、当 該 販 売 を し よ う と す る と き を 除 く 。）

は 、あ ら か じ め 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 自 動 販 売 機 ご と に 、次 に

掲 げ る 事 項 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 第 12条 の ３  図 書 類 又 は 玩 具 類 等 の 販 売 を 業 と す る 者（ 以 下「 図 書 類 等 販 売 業

者 」と い う 。）は 、自 動 販 売 機 に よ り 当 該 販 売 を し よ う と す る と き（ 規 則 で

定 め る 場 所 に 自 動 販 売 機 を 設 置 し 、 当 該 販 売 を し よ う と す る と き を 除 く 。 ）

は 、あ ら か じ め 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 自 動 販 売 機 ご と に 、次 に

掲 げ る 事 項 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名   (１ ) 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  

(２ ) 自 動 販 売 機 の 設 置 場 所   (２ ) 自 動 販 売 機 の 設 置 場 所  

(３ ) 自 動 販 売 機 の 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、

そ の 代 表 者 の 氏 名  

 (３ ) 自 動 販 売 機 の 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、

そ の 代 表 者 の 氏 名  

(４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 規 則 で 定 め る 事 項   (４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 規 則 で 定 め る 事 項  

２  前 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者（ 以 下「 自 販 機 販 売 届 出 者 」と い う 。）は 、

当 該 届 出 に 係 る 自 動 販 売 機 の 使 用 を 廃 止 し た と き 、又 は 同 項 各 号 に 掲 げ る 事

項 に 変 更 が あ っ た と き は 、そ の 日 か ら 30日 以 内 に そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け  

 ２  前 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者（ 以 下「 自 販 機 販 売 届 出 者 」と い う 。）は 、

当 該 届 出 に 係 る 自 動 販 売 機 の 使 用 を 廃 止 し た と き 、又 は 同 項 各 号 に 掲 げ る 事

項 に 変 更 が あ っ た と き は 、そ の 日 か ら 30日 以 内 に そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け  
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 れ ば な ら な い 。    れ ば な ら な い 。  

３  自 販 機 販 売 届 出 者 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 自 動 販 売 機 に 、規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 届 出 を し た 旨 の 表 示 を し な け れ ば な ら な い 。前

項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 を し た と き も 同 様 と す る 。  

 ３  自 販 機 販 売 届 出 者 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 自 動 販 売 機 に 、規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 届 出 を し た 旨 の 表 示 を し な け れ ば な ら な い 。前

項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 を し た と き も 同 様 と す る 。  

（ 自 動 販 売 機 へ の 収 納 の 禁 止 等 ）   （ 自 動 販 売 機 へ の 収 納 の 禁 止 等 ）  

第 12条 の ５  図 書 類 等 販 売 業 者 又 は 自 動 販 売 機 管 理 者 は 、有 害 図 書 類 又 は 有 害

が ん 具 類 等 を 自 動 販 売 機 に 収 納 し て は な ら な い 。  

 第 12条 の ５  図 書 類 等 販 売 業 者 又 は 自 動 販 売 機 管 理 者 は 、有 害 図 書 類 又 は 有 害

玩 具 類 等 を 自 動 販 売 機 に 収 納 し て は な ら な い 。  

２  自 動 販 売 機 に よ る 図 書 類 又 は が ん 具 類 等 の 販 売 を し て い る 図 書 類 等 販 売

業 者 又 は 自 動 販 売 機 管 理 者 は 、当 該 自 動 販 売 機 に 収 納 さ れ て い る 図 書 類 又 は

が ん 具 類 等 が 有 害 図 書 類 又 は 有 害 が ん 具 類 等 に 該 当 す る こ と と な っ た と き

は 、直 ち に 、当 該 図 書 類 又 は が ん 具 類 等 を 当 該 自 動 販 売 機 か ら 撤 去 し な け れ

ば な ら な い 。  

 ２  自 動 販 売 機 に よ る 図 書 類 又 は 玩 具 類 等 の 販 売 を し て い る 図 書 類 等 販 売 業

者 又 は 自 動 販 売 機 管 理 者 は 、当 該 自 動 販 売 機 に 収 納 さ れ て い る 図 書 類 又 は 玩

具 類 等 が 有 害 図 書 類 又 は 有 害 玩 具 類 等 に 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、直 ち

に 、 当 該 図 書 類 又 は 玩 具 類 等 を 当 該 自 動 販 売 機 か ら 撤 去 し な け れ ば な ら な

い 。  

３  図 書 類 等 販 売 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 施 設 の 敷 地 の 周 囲 200メ ー ト ル 以 内 の 区

域 に お い て は 、第 ９ 条 第 １ 項 に 該 当 す る 図 書 類 又 は 同 条 第 ２ 項 に 該 当 す る が

ん 具 類 等 を 収 納 す る 自 動 販 売 機 を 設 置 し て は な ら な い 。  

 ３  図 書 類 等 販 売 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 施 設 の 敷 地 の 周 囲 200メ ー ト ル 以 内 の 区

域 に お い て は 、第 ９ 条 第 １ 項 に 該 当 す る 図 書 類 又 は 同 条 第 ２ 項 に 該 当 す る 玩

具 類 等 を 収 納 す る 自 動 販 売 機 を 設 置 し て は な ら な い 。  

(１ ) 学 校 教 育 法（ 昭 和 22年 法 律 第 26号 ）第 １ 条 に 規 定 す る 学 校（ 大 学 を 除

く 。 以 下 「 学 校 」 と い う 。 ）  

 (１ ) 学 校 教 育 法（ 昭 和 22年 法 律 第 26号 ）第 １ 条 に 規 定 す る 学 校（ 大 学 を 除

く 。 以 下 「 学 校 」 と い う 。 ）  

(２ ) 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 164号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 児 童 福

祉 施 設  

 (２ ) 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 164号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 児 童 福

祉 施 設  

(３ ) 社 会 教 育 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 207号 ） 第 21条 に 規 定 す る 公 民 館   (３ ) 社 会 教 育 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 207号 ） 第 21条 に 規 定 す る 公 民 館  

(４ ) 図 書 館 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 118号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 図 書 館   (４ ) 図 書 館 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 118号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 図 書 館  

(５ ) 博 物 館 法 （ 昭 和 26年 法 律 第 285号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 博 物 館 及

び 同 法 第 29条 に 規 定 す る 博 物 館 に 相 当 す る 施 設  

 (５ ) 博 物 館 法 （ 昭 和 26年 法 律 第 285号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 博 物 館 及

び 同 法 第 29条 に 規 定 す る 博 物 館 に 相 当 す る 施 設  

(６ ) ス ポ ー ツ 基 本 法（ 平 成 23年 法 律 第 78号 ）第 12条 第 １ 項 に 規 定 す る ス ポ

ー ツ 施 設 及 び こ れ に 類 す る 施 設 で 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 設 置 す る も の  

 (６ ) ス ポ ー ツ 基 本 法（ 平 成 23年 法 律 第 78号 ）第 12条 第 １ 項 に 規 定 す る ス ポ

ー ツ 施 設 及 び こ れ に 類 す る 施 設 で 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 設 置 す る も の  

(７ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、青 少 年 の 利 用 に 供 さ れ る 施 設 で 規 則 で 定

め る も の  

 (７ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、青 少 年 の 利 用 に 供 さ れ る 施 設 で 規 則 で 定

め る も の  

   

  （ 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 の 禁 止 行 為 等 ）  

第 17条 か ら 第 19条 ま で  削 除   第 17条  有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。  

  (１ ) 青 少 年 を 有 害 役 務 営 業 の 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 さ せ る こ と 。  

  (２ ) 青 少 年 に 対 し 、有 害 役 務 営 業 の 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 す る よ う 勧 誘 す

る こ と 。  
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  (３ ) 青 少 年 に 対 し 、 有 害 役 務 営 業 の 客 と な る よ う 勧 誘 す る こ と 。  

  (４ ) 青 少 年 に 対 し 、有 害 役 務 営 業 の 名 称 、所 在 地 又 は 電 話 番 号 そ の 他 の 当

該 有 害 役 務 営 業 に 関 す る 事 項 （ 以 下 「 有 害 役 務 営 業 の 名 称 等 」 と い う 。 ）

を 記 載 し た 文 書 、図 画 そ の 他 の も の（ 以 下「 文 書 等 」と い う 。）を 頒 布 す

る こ と 。  

  (５ )  有 害 役 務 営 業 の 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 す る よ う 青 少 年 に 勧 誘 さ せ る

こ と 。  

  (６ ) 有 害 役 務 営 業 の 客 と な る よ う 青 少 年 に 勧 誘 さ せ る こ と 。  

  (７ ) 有 害 役 務 営 業 の 名 称 等 を 記 載 し た 文 書 等 を 青 少 年 に 頒 布 さ せ る こ と 。 

  (８ ) 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 の 場 所（ 以 下 こ の 条 に お い て「 営 業 所 」と い う 。）

又 は 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 の 受 付 所（ 第 ２ 条 第 10号 ア か ら ウ ま で に 規 定 す

る 役 務 の 提 供 以 外 の 客 に 接 す る 業 務 を 行 う た め の 施 設 を い う 。以 下 同 じ 。）

に 青 少 年 を 客 と し て 立 ち 入 ら せ る こ と 。  

  (９ ) 青 少 年 を 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 の 客 と す る こ と 。  

  【 １ 、 ８ 号  ６ 月 以 下 の 懲 役 又 は 50万 円 以 下 の 罰 金 】  

【 ２ 、 ３ 、 ５ ～ ７ 号  30万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 】  

【 ４ 号  知 事 に よ る 中 止 命 令 の 対 象 】  

【 ９ 号  罰 則 な し 】  

  ２  有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 有 害 役 務 営 業 の 区 分 に 従 い 、

当 該 各 号 に 定 め る 場 所 の 立 ち 入 ろ う と す る 者 の 見 や す い 箇 所 に 、青 少 年 の 立

入 り を 禁 ず る 旨 の 掲 示 を し な け れ ば な ら な い 。  

  (１ ) 店 舗 型 有 害 役 務 営 業  営 業 所  

  (２ ) 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業（ 受 付 所 を 設 け て 営 む も の に 限 る 。） 受 付 所  

  【 掲 示 義 務 違 反  10万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 】  

  ３ 有害役務営業を営む者は、当該有害役務営業につき広告又は宣伝をするときは、

次 の 各 号 に 掲 げ る 有 害 役 務 営 業 の 区 分 に 従 い 、当該各号に定める事項を明らか

にしなければならない。 

  (１ ) 店 舗 型 有 害 役 務 営 業  営 業 所 へ の 青 少 年 の 立 入 り を 禁 ず る 旨  

  (２ )  無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業  青 少 年 が 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 の 客 と な る

こ と を 禁 ず る 旨 及 び 受 付 所 を 設 け て 営 む 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 に あ っ て

は 、 受 付 所 へ の 青 少 年 の 立 入 り を 禁 ず る 旨  

  【 明 示 義 務 違 反  10万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 】  

  ４  有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 有 害 役 務 営 業 の 区 分 に 従 い 、

当 該 各 号 に 定 め る 場 所 ご と に 、従 業 者 名 簿 を 備 え 、こ れ に 当 該 有 害 役 務 営 業

に 従 事 す る 者 の 氏 名 、生 年 月 日 及 び 住 所 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し  
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  て お か な け れ ば な ら な い 。  

  (１ ) 店 舗 型 有 害 役 務 営 業  営 業 所  

  (２ )  無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業  事 務 所 及 び 受 付 所 を 設 け て 営 む 無 店 舗 型 有

害 役 務 営 業 に あ っ て は 、 受 付 所  

  【 備 付 け 義 務 違 反  10万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 】  

  ５  知 事 は 、有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 又 は そ の 代 理 人 、使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 

第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し て 同 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 行 為 を し た と き は 、当 該 有 害 役

務 営 業 を 営 む 者 に 対 し 、そ の 行 為 の 中 止 を 命 じ 、又 は 必 要 な 措 置 を 講 ず べ き

旨 を 命 ず る こ と が で き る 。  

   

  （ 有 害 役 務 営 業 の 停 止 ）  

  第 18条  知 事 は 、有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 又 は そ の 代 理 人 、使 用 人 そ の 他 の 従 業

者 が 、当 該 有 害 役 務 営 業 に 関 し 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、当

該 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 に 対 し 、６ 月 を 超 え な い 範 囲 内 で 期 間 を 定 め て 当 該

有 害 役 務 営 業 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 命 ず る こ と が で き る 。  

  (１ ) 刑 法 （ 明 治 40年 法 律 第 45号 ） 第 174条 、 第 175条 又 は 第 182条 の 罪 に 当

た る 違 法 な 行 為 を し た と き 。  

  (２ ) 労 働 基 準 法（ 昭 和 22年 法 律 第 49号 ）第 56条 第 １ 項 又 は 第 61条 第 １ 項（ 労

働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 60年 法 律 第 88号 ）の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に

違 反 し た と き 。  

  (３ ) 職 業 安 定 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 141号 ） 第 63条 第 ２ 号 の 罪 に 当 た る 違 法

な 行 為 を し た と き 。  

  (４ ) 児 童 福 祉 法 第 34条 第 １ 項 第 ６ 号 、第 ７ 号 又 は 第 ９ 号 の 規 定 に 違 反 し た

と き 。  

  (５ ) 売 春 防 止 法 （ 昭 和 31年 法 律 第 118号 ） 第 ２ 章 に 規 定 す る 罪 に 当 た る 違

法 な 行 為 を し た と き 。  

  (６ ) 児 童 買 春 、児 童 ポ ル ノ に 係 る 行 為 等 の 規 制 及 び 処 罰 並 び に 児 童 の 保 護

等 に 関 す る 法 律（ 平 成 11年 法 律 第 52号 ）第 ４ 条 か ら 第 ８ 条 ま で の 罪 に 当 た

る 違 法 な 行 為 を し た と き 。  

  (７ ) こ の 条 例 に 規 定 す る 罪（ 第 30条 第 ２ 項 第 １ 号 の 罪 を 除 く 。）に 当 た る

違 法 な 行 為 を し た と き 。  

  (８ ) 前 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 従 わ な か っ た と き 。  

 【 営 業 停 止 命 令 義 務 違 反  １ 年 以 下 の 懲 役 又 は 50万 円 以 下 の 罰 金 】  
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  第 19条  削 除  

   

  （ 児 童 ポ ル ノ 等 の 提 供 の 求 め の 禁 止 ）  

新 設   第 21条 の ３  何 人 も 、青 少 年 に 対 し 、当 該 青 少 年 に 係 る 児 童 ポ ル ノ 等（ 児 童 買

春 、児 童 ポ ル ノ に 係 る 行 為 等 の 規 制 及 び 処 罰 並 び に 児 童 の 保 護 等 に 関 す る 法

律 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 児 童 ポ ル ノ 及 び 同 項 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 姿

態 を 視 覚 に よ り 認 識 す る こ と が で き る 方 法 に よ り 描 写 し た 情 報 を 記 録 し た

電 磁 的 記 録（ 電 子 的 方 式 、磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ

と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用

に 供 さ れ る も の を い う 。以 下 同 じ 。）そ の 他 の 記 録 を い う 。以 下 同 じ 。）の

提 供 を 求 め て は な ら な い 。  

  【 不 当 な 手 段 に よ る 勧 誘  30万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 】  

   

（ 携 帯 電 話 端 末 設 備 等 に よ る 有 害 情 報 の 閲 覧 防 止 措 置 ）   （ 携 帯 電 話 端 末 設 備 等 に よ る 有 害 情 報 の 閲 覧 防 止 措 置 ）  

第 24条 の ４  保 護 者 は 、そ の 監 護 す る 青 少 年 が 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役

務（ 青 少 年 が 安 全 に 安 心 し て イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 で き る 環 境 の 整 備 等 に 関

す る 法 律（ 平 成 20年 法 律 第 79号 ）第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 携 帯 電 話 イ ン タ ー

ネ ッ ト 接 続 役 務 を い う 。以 下 同 じ 。）の 提 供 を 受 け る 契 約（ 当 該 契 約 の 内 容

を 変 更 す る 契 約 を 含 む 。）の 当 事 者 と な る 場 合 又 は そ の 監 護 す る 青 少 年 を 端

末 設 備 の 使 用 者 と す る 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 に 係 る 契 約（ 当 該 契

約 の 内 容 を 変 更 す る 契 約 を 含 む 。）を 自 ら 締 結 す る 場 合 に お い て 、当 該 青 少

年 が 就 労 し て お り 、フ ィ ル タ リ ン グ・サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と で 当 該 青 少 年

の 業 務 に 著 し い 支 障 を 生 ず る こ と そ の 他 の 規 則 で 定 め る 正 当 な 理 由 が あ る

と き は 、携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者（ 電 気

通 信 事 業 法（ 昭 和 59年 法 律 第 86号 ）第 ２ 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 事 業 者

を い う 。以 下 同 じ 。）に 対 し 、フ ィ ル タ リ ン グ ・ サ ー ビ ス を 利 用 し な い 旨 の

申 出 を す る こ と が で き る 。  

 第 24条 の ４  保 護 者 は 、そ の 監 護 す る 青 少 年 が 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役

務（ 青 少 年 が 安 全 に 安 心 し て イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 で き る 環 境 の 整 備 等 に 関

す る 法 律（ 平 成 20年 法 律 第 79号 ）第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 携 帯 電 話 イ ン タ ー

ネ ッ ト 接 続 役 務 を い う 。以 下 同 じ 。）の 提 供 を 受 け る 契 約（ 当 該 契 約 の 内 容

を 変 更 す る 契 約 を 含 む 。）の 当 事 者 と な る 場 合 又 は そ の 監 護 す る 青 少 年 を 端

末 設 備 の 使 用 者 と す る 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 に 係 る 契 約（ 当 該 契

約 の 内 容 を 変 更 す る 契 約 を 含 む 。）を 自 ら 締 結 す る 場 合 に お い て 、当 該 青 少

年 が 就 労 し て お り 、フ ィ ル タ リ ン グ・サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と で 当 該 青 少 年

の 業 務 に 著 し い 支 障 を 生 ず る こ と そ の 他 の 規 則 で 定 め る 正 当 な 理 由 が あ る

と き は 、携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業 者 等（ 携 帯 電 話 イ ン タ ー

ネ ッ ト 接 続 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 法（ 昭 和 59年 法 律 第 86号 ）第 ２ 条 第

５ 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 事 業 者 及 び 当 該 契 約 の 締 結 の 媒 介 、取 次 ぎ 又 は 代 理

を 業 と し て 行 う 者 を い う 。以 下 同 じ 。）に 対 し 、当 該 正 当 な 理 由 が 存 在 す る

こ と を 明 ら か に し て 、フ ィ ル タ リ ン グ・サ ー ビ ス を 利 用 し な い 旨 及 び 当 該 携

帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業 者 等 が 当 該 契 約 に 係 る 端 末 設 備 に

つ い て フ ィ ル タ リ ン グ 有 効 化 措 置（ イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る 者 の 有 害 情 報

の 閲 覧 を 制 限 す る た め 、端 末 設 備 に 組 み 込 ま れ た プ ロ グ ラ ム（ 電 子 計 算 機 に

対 す る 指 令 で あ っ て 、一 の 結 果 を 得 る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も  
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   の を い う 。）の 機 能 を 制 限 す る 措 置 を い う 。以 下 同 じ 。）を 講 ず る こ と を 希

望 し な い 旨 の 申 出 を す る こ と が で き る 。  

２  保 護 者 は 、携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 に

対 し 、前 項 の 申 出 を す る と き は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、同 項 の 正 当 な

理 由 を 記 載 し た 書 面 を 当 該 電 気 通 信 事 業 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ２  保 護 者 は 、携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業 者 等 に 対 し 、前 項 の

申 出 を す る と き は 、規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、同 項 の 正 当 な 理 由 を 記 載 し

た 書 面（ 当 該 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 を 含 む 。以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。）を 当 該 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業 者 等 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 は 、第 １ 項 に

規 定 す る 契 約 を 締 結 す る に 当 た っ て は 、青 少 年 又 は そ の 保 護 者 に 対 し 、フ ィ

ル タ リ ン グ ・ サ ー ビ ス の 内 容 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 説 明 す る と と も

に 、 そ の 内 容 を 記 載 し た 説 明 書 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 ３  携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業 者 等 は 、第 １ 項 に 規 定 す る 契 約

を 締 結 す る に 当 た っ て は 、 青 少 年 又 は そ の 保 護 者 に 対 し 、 フ ィ ル タ リ ン グ ・

サ ー ビ ス の 内 容 、次 条 第 １ 項 に 規 定 す る 青 少 年 の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に 関

す る 基 準 づ く り の 必 要 性 そ の 他 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 説 明 す る と と も に 、そ

の 内 容 を 記 載 し た 説 明 書（ 当 該 説 明 書 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記

録 を 含 む 。 ） を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

４  携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 は 、フ ィ ル タ  

リ ン グ・サ ー ビ ス の 利 用 を 条 件 と し な い 第 １ 項 に 規 定 す る 契 約 を 締 結 し た と  

き は 、当 該 契 約 に 係 る 第 ２ 項 の 書 面 を 、当 該 契 約 が 終 了 す る 日 ま で の 間 保 存  

 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 電 気 通 信 事 業 者 は 、当 該 書 面

の 保 存 に 代 え て 当 該 書 面 に 記 載 さ れ た 事 項 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、

磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら

れ た 記 録 を い う 。 ） を 保 存 す る こ と が で き る 。  

 ４  携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業 者 等 は 、フ ィ ル タ リ ン グ・サ ー

ビ ス の 利 用 を 条 件 と し な い 第 １ 項 に 規 定 す る 契 約 を 締 結 し た と き は 、当 該 契

約 に 係 る 第 ２ 項 の 書 面 を 、当 該 契 約 が 終 了 す る 日 ま で の 間 保 存 し な け れ ば な

ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業

者 等 は 、当 該 書 面 の 保 存 に 代 え て 当 該 書 面 に 記 載 さ れ た 事 項 に 係 る 電 磁 的 記

録 を 保 存 す る こ と が で き る 。  

５  知 事 は 、フ ィ ル タ リ ン グ・サ ー ビ ス の 利 用 を 条 件 と し な い 第 １ 項 に 規 定 す   ５  知 事 は 、フ ィ ル タ リ ン グ・サ ー ビ ス の 利 用 を 条 件 と し な い 第 １ 項 に 規 定 す  

 る 契 約 を 青 少 年 の た め に 締 結 し た 保 護 者 又 は 当 該 契 約 を 締 結 し た 青 少 年 の

保 護 者 に 対 し 、当 該 契 約 に 基 づ く 青 少 年 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 が 適 切

に 行 わ れ て い る か ど う か に つ い て 、説 明 若 し く は 資 料 の 提 出 を 求 め 、又 は 必

要 な 調 査 を す る こ と が で き る 。  

  る 契 約 を 青 少 年 の た め に 締 結 し た 保 護 者 又 は 当 該 契 約 を 締 結 し た 青 少 年 の

保 護 者 に 対 し 、当 該 契 約 に 基 づ く 青 少 年 に よ る イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 が 適 切

に 行 わ れ て い る か ど う か に つ い て 、説 明 若 し く は 資 料 の 提 出 を 求 め 、又 は 調

査 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と が で き る 。  

６  知 事 は 、携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 第

３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に 違 反 し て い る と 認 め る と き は 、当 該 電 気 通 信 事 業 者

に 対 し 、 必 要 な 措 置 を 講 ず べ き こ と を 勧 告 す る こ と が で き る 。  

 ６  知 事 は 、携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業 者 等 が 第 ３ 項 又 は 第 ４

項 の 規 定 に 違 反 し て い る と 認 め る と き は 、当 該 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続

役 務 提 供 事 業 者 等 に 対 し 、必 要 な 措 置 を 講 ず べ き こ と を 勧 告 す る こ と が で き

る 。  

７  知 事 は 、携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 前

項 の 規 定 に よ る 勧 告 に 従 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き

る 。  

 

 ７  知 事 は 、携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業 者 等 が 前 項 の 規 定 に よ

る 勧 告 に 従 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。  



新 旧 対 照 表    

現    行   改  正  案  

（ 青 少 年 の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に 関 す る 基 準 づ く り ）   （ 青 少 年 の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に 関 す る 基 準 づ く り ）  

第 24条 の ５  何 人 も 、青 少 年 の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に 伴 う 危 険 性 、過 度 の 利

用 に よ る 弊 害 等 に つ い て 認 識 し 、青 少 年 の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に 関 す る 基

準 づ く り が 行 わ れ る よ う 、 そ の 支 援 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 第 24条 の ５  何 人 も 、青 少 年 の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に 伴 う 危 険 性 、過 度 の 利

用 に よ る 弊 害 等 に つ い て 認 識 し 、青 少 年 の イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に 関 す る 基

準 づ く り が 行 わ れ る よ う 、 そ の 支 援 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 基 準 は 、 そ の 内 容 に 次 に 掲 げ る 事 項 を 含 む も の と す る 。   ２  前 項 に 規 定 す る 基 準 は 、 そ の 内 容 に 次 に 掲 げ る 事 項 を 含 む も の と す る 。  

(１ ) イ ン タ ー ネ ッ ト の 過 度 の 利 用 等 を 防 止 す る た め の そ の 利 用 の 時 間 に

関 す る 事 項  

 (１ ) イ ン タ ー ネ ッ ト の 過 度 の 利 用 等 を 防 止 す る た め の そ の 利 用 の 時 間 に

関 す る 事 項  

(２ ) イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に 伴 う 危 険 等 を 防 止 す る た め の そ の 利 用 の 方

法 に 関 す る 事 項  

 (２ ) イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に 伴 う 危 険 等 を 防 止 す る た め の そ の 利 用 の 方

法 に 関 す る 事 項  

   

（ 審 議 会 へ の 諮 問 ）   （ 審 議 会 へ の 諮 問 ）  

第 25条  知 事 は 、第 10条 、第 11条 第 １ 項 、第 ３ 項 若 し く は 第 ６ 項 、第 12条 第 １

項 、 第 ２ 項 第 １ 号 、 第 ２ 号 若 し く は 第 ４ 号 、 第 ４ 項 若 し く は 第 ５ 項 第 １ 号 、

第 12条 の ２ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、第 12条 の ５ 第 ３ 項 第 ７ 号 、第 13条 、第 15

条 第 １ 項 若 し く は 第 ４ 項 、第 22条 第 １ 項 第 ６ 号 、第 24条 の ３ 第 １ 項 若 し く は

第 ２ 項 、第 24条 の ４ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 若 し く は 第 ６ 項 又 は 第 27条 の 規 定

に よ る 推 奨 、指 定 、そ の 取 消 し 、規 則 の 制 定 、命 令 又 は 勧 告 を し よ う と す る

と き は 、附 属 機 関 設 置 条 例（ 昭 和 36年 兵 庫 県 条 例 第 20号 ）第 １ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 青 少 年 愛 護 審 議 会（ 以 下「 審 議 会 」と い う 。）の 意 見 を 聴 か な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 緊 急 を 要 す る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 第 25条  知 事 は 、 第 ２ 条 第 ９ 号 エ (ア )か ら (ウ )ま で 、 第 10条 、 第 11条 第 １ 項 、

第 ３ 項 若 し く は 第 ６ 項 、第 12条 第 １ 項 、第 ２ 項 第 １ 号 、第 ２ 号 若 し く は 第 ４

号 、第 ４ 項 若 し く は 第 ５ 項 第 １ 号 、第 12条 の ２ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、第 12

条 の ５ 第 ３ 項 第 ７ 号 、第 13条 、第 15条 第 １ 項 若 し く は 第 ４ 項 、第 18条 、第 22

条 第 １ 項 第 ６ 号 、第 24条 の ３ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、第 24条 の ４ 第 １ 項 か ら

第 ３ 項 ま で 若 し く は 第 ６ 項 又 は 第 27条 の 規 定 に よ る 推 奨 、指 定 、そ の 取 消 し 、

規 則 の 制 定 、命 令 又 は 勧 告 を し よ う と す る と き は 、附 属 機 関 設 置 条 例（ 昭 和

36年 兵 庫 県 条 例 第 20号 ）第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 青 少 年 愛 護 審 議 会（ 以 下「 審

議 会 」と い う 。）の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と

認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  知 事 は 、前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 審 議 会 の 意 見 を 聴 か な い で 推 奨 、指 定 、

そ の 取 消 し 、規 則 の 制 定 、命 令 又 は 勧 告 を し た と き は 、次 の 審 議 会 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。  

 ２  知 事 は 、前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 審 議 会 の 意 見 を 聴 か な い で 推 奨 、指 定 、

そ の 取 消 し 、規 則 の 制 定 、命 令 又 は 勧 告 を し た と き は 、次 の 審 議 会 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。  

   

（ 推 奨 等 の 要 請 ）   （ 推 奨 等 の 要 請 ）  

第 26条  何 人 も 、第 10条 、第 11条 第 １ 項 、第 12条 第 １ 項 若 し く は 第 ４ 項 、第 13

条 又 は 第 15条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 推 奨 、指 定 又 は 命 令 を す る こ と が 適 当 で あ

る と 認 め る と き は 、 知 事 に 対 し 、 そ の 旨 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

 第 26条  何 人 も 、第 10条 、第 11条 第 １ 項 、第 12条 第 １ 項 若 し く は 第 ４ 項 、第 13

条 、第 15条 第 １ 項 又 は 第 17条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 推 奨 、指 定 又 は 命 令 を す る

こ と が 適 当 で あ る と 認 め る と き は 、知 事 に 対 し 、そ の 旨 を 要 請 す る こ と が で

き る 。  

２  前 項 の 要 請 は 、 そ の 理 由 を 記 載 し た 文 書 を も っ て し な け れ ば な ら な い 。   ２  前 項 の 要 請 は 、 そ の 理 由 を 記 載 し た 文 書 を も っ て し な け れ ば な ら な い 。  

   

 



新 旧 対 照 表    

現    行   改  正  案  

（ 教 育 委 員 会 等 の 要 請 に 基 づ く 勧 告 ）   （ 教 育 委 員 会 等 の 要 請 に 基 づ く 勧 告 ）  

第 27条  知 事 は 、学 校 の 周 辺 に お け る 旅 館 、飲 食 店 、料 理 店 等 の 営 業 、風 営 適

正 化 法 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 そ の 他 の 営 業 の 内 容 が

当 該 学 校 の 教 育 環 境 を 著 し く 害 し 、 又 は 害 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、

当 該 学 校 が 公 立 学 校 で あ る 場 合 に あ っ て は 当 該 学 校 を 管 理 す る 教 育 委 員 会 、

私 立 学 校 で あ る 場 合 に あ っ て は 当 該 学 校 の 設 置 者 か ら 要 請 が あ っ た と き は 、

当 該 営 業 を 営 む 者 に 対 し 、当 該 学 校 の 教 育 環 境 の 清 浄 化 に つ い て 必 要 な 措 置

を と る べ き こ と を 勧 告 す る こ と が で き る 。  

 第 27条  知 事 は 、学 校 の 周 辺 に お け る 旅 館 、飲 食 店 、料 理 店 等 の 営 業 、有 害 役

務 営 業 、風 営 適 正 化 法 第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 そ の 他 の

営 業 の 内 容 が 当 該 学 校 の 教 育 環 境 を 著 し く 害 し 、又 は 害 す る お そ れ が あ る 場

合 に お い て 、当 該 学 校 が 公 立 学 校 で あ る 場 合 に あ っ て は 当 該 学 校 を 管 理 す る

教 育 委 員 会 、私 立 学 校 で あ る 場 合 に あ っ て は 当 該 学 校 の 設 置 者 か ら 要 請 が あ

っ た と き は 、当 該 営 業 を 営 む 者 に 対 し 、当 該 学 校 の 教 育 環 境 の 清 浄 化 に つ い

て 必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 勧 告 す る こ と が で き る 。  

   

（ 立 入 調 査 ）   （ 立 入 調 査 ）  

第 28条  知 事 又 は そ の 命 じ た 者 若 し く は 委 任 し た 者 は 、こ の 条 例 の 実 施 の た め

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、営 業 時 間 内 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 場 所 に

立 ち 入 り 、調 査 し 、関 係 者 に 質 問 し 、又 は 関 係 者 か ら 資 料 の 提 供 を 求 め る こ

と が で き る 。  

 第 28条  知 事 又 は そ の 命 じ た 者 若 し く は 委 任 し た 者 は 、こ の 条 例 の 実 施 の た め

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、営 業 時 間 内 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 場 所 に

立 ち 入 り 、調 査 し 、関 係 者 に 質 問 し 、又 は 関 係 者 か ら 資 料 の 提 供 を 求 め る こ

と が で き る 。  

(１ ) 有 害 興 行 を 行 う 場 所   (１ ) 有 害 興 行 を 行 う 場 所  

(２ ) 有 害 図 書 類 又 は 有 害 が ん 具 類 等 を 販 売 し 、若 し く は 貸 し 付 け 、又 は 閲  

覧 さ せ 、 若 し く は 視 聴 さ せ る こ と を 業 と す る 者 の 営 業 の 場 所  

(３ ) 第 13条 の 広 告 物 を 掲 示 し て い る 場 所  

 (２ ) 有 害 図 書 類 又 は 有 害 玩 具 類 等 を 販 売 し 、若 し く は 貸 し 付 け 、又 は 閲 覧  

さ せ 、 若 し く は 視 聴 さ せ る こ と を 業 と す る 者 の 営 業 の 場 所  

(３ ) 第 13条 の 広 告 物 を 掲 示 し て い る 場 所  

(４ ) 質 屋 又 は 古 物 商 の 営 業 の 場 所   (４ ) 質 屋 又 は 古 物 商 の 営 業 の 場 所  

(５ ) 第 15条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 遊 技 営 業 等 の 場 所   (５ ) 第 15条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 遊 技 営 業 等 の 場 所  

(６ ) 第 15条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 遊 技 営 業 等 の 場 所   (６ ) 第 15条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 遊 技 営 業 等 の 場 所  

  (７ ) 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 の 場 所  

  (８ ) 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 の 事 務 所 又 は 受 付 所  

(７ ) 端 末 設 備 を 公 衆 の 利 用 に 供 す る 事 業 者 の 営 業 又 は 事 業 の 場 所   (９ ) 端 末 設 備 を 公 衆 の 利 用 に 供 す る 事 業 者 の 営 業 又 は 事 業 の 場 所  

(８ ) 携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 の 営 業

又 は 事 業 の 場 所  

 (10)  携 帯 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 役 務 提 供 事 業 者 等 の 営 業 又 は 事 業 の 場

所  

２  前 項 の 規 定 に よ り 同 項 各 号 に 掲 げ る 場 所 に 立 ち 入 ろ う と す る 者 は 、そ の 身

分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 者 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 ２  前 項 の 規 定 に よ り 同 項 各 号 に 掲 げ る 場 所 に 立 ち 入 ろ う と す る 者 は 、そ の 身

分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 者 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 は 、 必 要 最 少 限 度 に お い て 行 う べ き で あ っ

て 、 関 係 者 の 正 常 な 業 務 を 妨 げ て は な ら な い 。  

 ３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 は 、 必 要 最 少 限 度 に お い て 行 う べ き で あ っ

て 、 関 係 者 の 正 常 な 業 務 を 妨 げ て は な ら な い 。  

４  第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 の 権 限 は 、犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の

と 解 し て は な ら な い 。  

 ４  第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 の 権 限 は 、犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の

と 解 し て は な ら な い 。  
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第 ７ 章  罰 則   第 ７ 章  罰 則  

（ 罰 則 ）   （ 罰 則 ）  

第 30条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 ２ 年 以 下 の 懲 役 又 は 100万 円 以

下 の 罰 金 に 処 す る 。  

 第 30条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 ２ 年 以 下 の 懲 役 又 は 100万 円 以

下 の 罰 金 に 処 す る 。  

(１ ) 第 20条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (１ ) 第 20条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

(２ ) 第 21条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (２ ) 第 21条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

２  第 22条 第 １ 項（ 同 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）又 は 第 ２ 項（ 同

条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）の 規 定 に 違 反 し た 者 は 、１

年 以 下 の 懲 役 又 は 50万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

 ２  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、１ 年 以 下 の 懲 役 又 は 50万 円 以 下 の 罰

金 に 処 す る 。  

  (１ ) 第 18条 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者  

  (２ ) 第 22条 第 １ 項（ 同 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）又 は 第 ２

項（ 同 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）の 規 定 に 違 反 し た

者  

３  常 習 と し て 第 12条 の ５ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者 は 、６ 月 以 下

の 懲 役 又 は 50万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

 ３  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、６ 月 以 下 の 懲 役 又 は 50万 円 以 下 の 罰

金 に 処 す る 。  

   (１ ) 常 習 と し て 第 12条 の ５ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

(２ ) 第 17条 第 １ 項（ 同 項 第 １ 号 又 は 第 ８ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）の 規 定 に  

違 反 し た 者  

４  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 50万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。   ４  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 50万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

(１ ) 第 21条 の ２ の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 業 と し て 行 っ た 者   (１ ) 第 21条 の ２ の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 業 と し て 行 っ た 者  

(２ ) 第 22条 第 １ 項（ 同 項 第 ３ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。）又 は

第 ２ 項（ 同 条 第 １ 項 第 ３ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。）の 規 定 に

違 反 し た 者  

 (２ ) 第 22条 第 １ 項（ 同 項 第 ３ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。）又 は

第 ２ 項（ 同 条 第 １ 項 第 ３ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。）の 規 定 に

違 反 し た 者  

(３ ) 第 23条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (３ ) 第 23条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

５  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 30万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 に 処 す

る 。  

 ５  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 30万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 に 処 す

る 。  

(１ ) 第 11条 第 ５ 項 の 規 定 に 違 反 し て 青 少 年 に 観 覧 さ せ た 者   (１ ) 第 11条 第 ５ 項 の 規 定 に 違 反 し て 青 少 年 に 観 覧 さ せ た 者  

(２ ) 第 12条 第 ３ 項 又 は 第 ６ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (２ ) 第 12条 第 ３ 項 又 は 第 ６ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

(３ ) 第 12条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 従 わ な か っ た 者   (３ ) 第 12条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 従 わ な か っ た 者  

(４ ) 第 12条 の ５ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者（ こ の 条 第 ３ 項 に 規

定 す る 者 を 除 く 。 ）  

 (４ ) 第 12条 の ５ 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者（ こ の 条 第 ３ 項 第 １

号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）  

(５ ) 第 13条 の 規 定 に よ る 命 令 に 従 わ な か っ た 者   (５ ) 第 13条 の 規 定 に よ る 命 令 に 従 わ な か っ た 者  

(６ ) 第 15条 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し て 青 少 年 を 客 と し て 立 ち 入 ら せ た 者   (６ ) 第 15条 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し て 青 少 年 を 客 と し て 立 ち 入 ら せ た 者  
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(７ ) 第 15条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (７ ) 第 15条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

(８ ) 第 16条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に 違 反 し た 者   (８ ) 第 16条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に 違 反 し た 者  

  (９ ) 第 17条 第 １ 項（ 同 項 第 ２ 号 、第 ３ 号 又 は 第 ５ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 係 る

部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に 違 反 し た 者  

(９ ) 第 21条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (10) 第 21条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

(10) 第 21条 の ２ の 規 定 に 違 反 し た 者 （ 前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）   (11) 第 21条 の ２ の 規 定 に 違 反 し た 者 （ 前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）  

  (12) 第 21条 の ３ の 規 定 に 違 反 し て 、次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 、青 少 年 に 対 し 、

当 該 青 少 年 に 係 る 児 童 ポ ル ノ 等 の 提 供 を 求 め た 者  

  ア  青 少 年 を 欺 き 、 威 迫 し 又 は 困 惑 さ せ る 方 法  

  イ  青 少 年 に 対 し 、財 産 上 の 利 益 を 供 与 し 、又 は そ の 供 与 の 申 込 み 若 し く

は 約 束 を す る 方 法  

(11) 第 23条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (13) 第 23条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

(12) 第 24条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (14) 第 24条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

６  第 20条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、第 21条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、第 21条 の ２

又 は 第 24条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者 は 、当 該 青 少 年 の 年 齢 を 知 ら な い こ と  

 ６  第 17条 第 １ 項（ 同 項 第 ４ 号 又 は 第 ９ 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。）、第 20条 第 １

項 若 し く は 第 ２ 項 、第 21条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 、第 21条 の ２ 、第 21条 の ３  

 を 理 由 と し て 、 第 １ 項 又 は 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 処 罰 を 免 れ る こ と が で き な

い 。 た だ し 、 過 失 の な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

  又 は 第 24条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者 は 、当 該 青 少 年 の 年 齢 を 知 ら な い こ と

を 理 由 と し て 、 第 １ 項 又 は 前 ３ 項 の 規 定 に よ る 処 罰 を 免 れ る こ と が で き な

い 。 た だ し 、 過 失 の な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

７  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 20万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 に 処 す

る 。  

 ７  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 20万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 に 処 す

る 。  

(１ ) 第 12条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 者   (１ ) 第 12条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 者  

(２ ) 第 14条 の 規 定 に 違 反 し た 者   (２ ) 第 14条 の 規 定 に 違 反 し た 者  

８  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 10万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 に 処 す

る 。  

 ８  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 10万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 に 処 す

る 。  

(１ ) 第 12条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 者   (１ ) 第 12条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 者  

  (２ ) 第 17条 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

  (３ ) 第 17条 第 ４ 項 の 規 定 に 違 反 し て 、従 業 者 名 簿 を 備 え ず 、又 は こ れ に 必

要 な 記 載 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 記 載 を し た 者  

(２ ) 第 28条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 り 若 し く は 調 査 を 拒 み 、妨 げ 、若 し く

は 忌 避 し 、質 問 に 対 し て 虚 偽 の 陳 述 を し 、資 料 の 提 供 を 拒 み 、又 は 虚 偽 の

資 料 を 提 供 し た 者  

 (４ ) 第 28条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 り 若 し く は 調 査 を 拒 み 、妨 げ 、若 し く

は 忌 避 し 、質 問 に 対 し て 虚 偽 の 陳 述 を し 、資 料 の 提 供 を 拒 み 、又 は 虚 偽 の

資 料 を 提 供 し た 者  

９  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 科 料 に 処 す る 。   ９  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 科 料 に 処 す る 。  



新 旧 対 照 表    

現    行   改  正  案  

(１ ) 第 11条 第 ５ 項 の 規 定 に 違 反 し て 青 少 年 の 入 場 を 禁 ず る 旨 を 掲 示 し な

か っ た 者  

 (１ ) 第 11条 第 ５ 項 の 規 定 に 違 反 し て 青 少 年 の 入 場 を 禁 ず る 旨 を 掲 示 し な

か っ た 者  

(２ ) 第 12条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し て 有 害 図 書 類 を 青 少 年 に 販 売 し 、貸

し 付 け 、 閲 覧 さ せ 、 又 は 視 聴 さ せ な い 旨 を 掲 示 し な か っ た 者  

 (２ ) 第 12条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し て 有 害 図 書 類 を 青 少 年 に 販 売 し 、貸

し 付 け 、 閲 覧 さ せ 、 又 は 視 聴 さ せ な い 旨 を 掲 示 し な か っ た 者  

(３ ) 第 12条 の ３ 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (３ ) 第 12条 の ３ 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

(４ ) 第 15条 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し て 青 少 年 の 立 入 り を 禁 ず る 旨 を 掲 示 し

な か っ た 者  

 (４ ) 第 15条 第 ３ 項 の 規 定 に 違 反 し て 青 少 年 の 立 入 り を 禁 ず る 旨 を 掲 示 し

な か っ た 者  

(５ ) 第 15条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者   (５ ) 第 15条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  
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提出された意見等の概要とこれに対する考え方《主なもの》 

 

 案   件   名 ： 青少年愛護条例の改正について（改正骨子案） 

 意 見 募 集 期 間 ： 平成29年10月23日～平成29年11月13日 

 意見等の提出件数 ： ６７件（３８人） 

 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

児童ポルノ

自画撮り勧

誘行為の禁

止 

児童ポルノ禁止法は行為主体

から児童本人を除外しておらず、

共同正犯になるとの判例もある。 

 自画撮り事案は、ほとんどが軽

く頼んだだけで撮影・送信されて

おり、流出元を絶つには、国法の

解釈通り児童に対して禁止規範

を設ける必要がある。 

一方、児童を処罰しないという

考え方もあり、条例で依頼者側だ

けを規制しようとするには、まず

国法を改正するべき。 

1 ・法と条例は目的が異なり、法の規定や解

釈に条例が縛られるものではない。 

・自画撮り提供の違法性は、法令規制では

なく啓発活動で青少年に周知すべき。 

・児童の保護を目的とする法の趣旨に鑑み、

児童は基本的には被害者で、共同正犯と

しない裁判例も多い。 

 児童が児童ポルノ画像を販売

している場合の購入者を前段階

で処罰することになるが、国法で

は製造未遂や購入行為を処罰し

ておらず、その趣旨に反しないか。 

製造未遂の処罰規定は国法で

検討されるべきであって、条例の

守備範囲を超える。 

2 ・法と条例は目的が異なり、条例の適用に

よって法律の意図する目的と効果を何ら

阻害するものではない。 

・法との関係で本条例規制は許容されるも

のと考える。 

 強制わいせつ罪の脅迫や準強

制わいせつ罪の欺罔に至らない

程度との定義が想定されるが、相

手方が未熟な青少年の場合、軽い

威迫・欺罔でも強制わいせつ罪の

脅迫（未遂）等と評価される傾向

があり、条例の適用範囲は極めて

狭く、実効性がない。 

1 ・条例では青少年に対し、当該青少年に係

る児童ポルノやその電磁的記録（児童ポ

ルノ等）の提供を求めることを禁止し、

不当な方法により求める場合の罰則を規定。 

・児童ポルノ等とは、児童ポルノ禁止法に

規定する児童ポルノ等として、既に同法

で所持・製造・提供等が禁止されている

ものに限定。 

・青少年の性に関する判断能力が未成熟で

あることに鑑み、青少年が自身の児童ポ

ルノ画像を販売している場合に購入者が

提供を求める行為等も含め、自画撮り勧

誘行為そのものを禁止する必要がある。 

・これらの行為は、強制わいせつ罪の脅迫

や準強制わいせつ罪の欺罔とは異なるも

ので、また強要罪の強要にも該当せず、

実効性は確保できる。 

・罰則は、欺き、威迫し又は困惑させるな

ど不当な方法により求める場合に限定す

るが、強要罪の強要に至らない程度のも

ので、実効性は担保される。 

資料３－１１ 
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 条例の適用範囲が兵庫県内に

限定され、ネット犯罪に対して効

果が薄い。 

 メッセージを移動中にスマホ

で受信することが多い今日、依頼

された時点で青少年が県内にい

たことの立証は容易ではない。犯

人からも「兵庫県内にいるとは思

わなかった」という弁解があり得

る。 

この面からも実効性が疑わし

い。国法で解決すべき問題。 

2 ・青少年の自画撮り被害の主な事例はネッ

トを介したものであり、地域性がなく、

立証も困難という指摘は承知。 

・県内では児童ポルノ自画撮り被害が増加

傾向で、未然防止のため、勧誘行為を禁

止し、丁寧な立証の上、不当な方法によ

る勧誘を処罰する必要がある。 

・全国的に被害が増加しており、県内にと

どまらない問題のため、国に対し、児童

ポルノ禁止法の改正等の対策を講じるよ

う、提案しているところ。 

 

 公開されている青少年愛護審

議会（愛護部会）の会議録に、自

画撮り規制の議論の内容がない。 

審議会の議論がないまま、東京

都の改正動向を見て付け加えた

のではないか。 

1 ・県内での児童ポルノ自画撮り被害の増加

傾向、東京都の改正動向等を踏まえ、審

議会（愛護部会）開催後に骨子案に加え

たもの。 

・同部会で骨子案への追加を説明の上、パ

ブリック・コメント開始までの間に、同

部会の委員に対し、追加後の骨子案の確

認と意見聴取を実施。 

・審議会（全体会）で改めて議論。 

 自画撮り規制の運用にあたっ

ては、表現の自由や幸福追求の権

利から導き出される知る権利、自

己決定権を不当に侵害しないよ

う、十分に注意するべき。 

1 ・青少年の性に関する判断能力が未成熟で

あることに鑑み、表現の自由等の権利を

考慮しても、自画撮り勧誘行為は青少年

の健全な育成を阻害するもので、禁止す

る必要がある。 

・罰則については、欺き、威迫し又は困惑

させるなどの不当な方法により求める場

合に限定。 

インターネ

ット上の有

害情報等へ

の対応の強

化 

青少年インターネット環境整

備法の改正に伴う所要の規定の

整備については、携帯電話事業者

のみならず、関係するすべての事

業者、お客様の過度な負担となら

ないよう、配慮願いたい。 

1 ・条例でフィルタリング説明義務を課して

いたところ、今回、法改正により説明が

義務化された経緯等を踏まえ、本県での

運用の実績等も反映し、ルールづくりの

必要性の説明義務を課すなど、必要かつ

十分な規定整備を実施。 

 ネット接続機器の青少年への

普及等を鑑み、総合的なリテラシ

ー習得を基本的な素養の一つと

位置付けることが社会的な要請。 

携帯電話事業者の出前教室等

の取組を支援いただくとともに、

学校等における教育プログラム

の一環として広く組み入れられ、

有機的に組み合わされることを

通じて、一層安全な利用環境が整

備されるよう、貴県でも取組を推

進願いたい。 

1 ・ご指摘のとおり、青少年自身のインター

ネットリテラシーの習得がたいへん重要

で、社会的な要請と認識。 

・本県では、青少年愛護条例で青少年のイ

ンターネットの利用に関する基準（ルー

ル）づくりへの支援を全ての人の努力義

務としている。 

・学校、事業者、行政等が相互に連携し、

ルールづくりを核とする取組が学校にお

いて進められ、一層安全な利用環境が整

備されるよう、取組を強化。 
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青 少 年 愛 護 条 例 
                   （昭和38年３月31日兵庫県条例第17号） 

 

 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第７条） 

 第２章 協働による青少年の健全な育成と保護（第８条・第９条） 

 第３章 優良興行及び優良図書類の推奨（第10条） 

 第４章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業等の制限（第11条－第19条） 

第５章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止等（第20条－第24条） 

第５章の２ インターネット上の有害情報等からの青少年の保護（第24条の２－第24条の６ 

第６章 雑則（第25条－第29条） 

第７章 罰則（第30条－第32条） 

 附則 

 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある行為から青少年

を保護することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 青少年 18歳未満の者（法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力

を有する者を除く。）をいう。 

(2) 保護者 親権者、後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護する

ものをいう。 

(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。 

(4) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、スライド、レコード、録音テープ、コンパクト

ディスク、映画フィルム、ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものをいう。 

(5) がん具類等 がん具類又は刃物類（銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第２条第２項

に規定する刀剣類を除く。）をいう。 

(6) 自動販売機 物品を販売するための機器で、物品の販売に従事する者と客とが直接に対面をする方

法によらずに、当該機器に収納された物品を販売することができるものをいう。 

(7) 遊技営業等 次に掲げる営業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律

第122号。以下「風営適正化法」という。）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第６項に規定する

店舗型性風俗特殊営業及び同条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業並びに旅館業法（昭和23年

法律第138号）の適用を受ける営業を除く。）をいう。 

  ア 設備を設けて客に遊技又は遊興をさせる営業 

  イ 設備を設けて客に飲食をさせる営業 

  ウ 設備を設けて客に図書類の閲覧若しくは視聴をさせ、又はインターネットの利用をさせる営業 
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（県の責務） 

第３条 県は、青少年の健全な育成及びこれを阻害するおそれのある行為からの青少年の保護（以下「青

少年の健全な育成と保護」という。）に関する施策を実施するとともに、県民による青少年の健全な育

成と保護に関する活動を支援し、かつ、その総合調整を図るものとする。 

 

 （市町の責務） 

第４条 市町は、その地域の社会的状況に応じた青少年の健全な育成と保護に関する施策を実施するとと

もに、県の青少年の健全な育成と保護に関する施策に協力するものとする。 

 

 （県民の責務） 

第５条 県民は、青少年を取り巻く社会環境の変化に常に注意を払い、相互に協力して当該社会環境の清

浄化に努めるとともに、県及び市町の青少年の健全な育成と保護に関する施策に協力しなければならな

い。 

 

 （保護者の責務） 

第６条 保護者は、その監護する青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚し、良好な

家庭環境の中で当該青少年を養育しなければならない。 

 

 （事業者の責務） 

第７条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、青少年の健全な育成を阻害しないように努めると

ともに、県及び市町の青少年の健全な育成と保護に関する施策に協力しなければならない。 

 

第２章 協働による青少年の健全な育成と保護 

 （協働による青少年の健全な育成と保護のための社会環境の整備） 

第８条 県、市町、県民、保護者及び事業者は、自発的かつ積極的に青少年の健全な育成と保護に関する

活動に取り組むとともに、相互に協力及び連携を行うことにより、青少年にとって良好な社会環境の整

備を図るものとする。 

２ 県民、保護者及び事業者による青少年の健全な育成と保護に関する活動並びに前項に規定する協力及

び連携を支援するため、県に、青少年愛護活動推進員を置く。 

 

 （青少年の保護のための努力義務） 

第９条 何人も、その内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するため、青少年に観覧させ、見

せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認められる興行、図書類、広告物その他

のものを青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。 

(1) 著しく性的感情を刺激するものであること。 

(2) 著しく粗暴性又は残忍性を助長するものであること。 

(3) 著しく恐怖心を与えるものであること。 

(4) 犯罪を誘発し、又は助長するおそれがあるものであること。 

(5) 自殺を誘発し、又は助長するおそれがあるものであること。 

２ 何人も、その形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当するため、青少年に所持させることが

その健全な育成を阻害すると認められるがん具類等その他の物を青少年に所持させないように努めなけ

ればならない。 

(1) 人体に危害を及ぼすおそれがあるものであること。 
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(2) 著しく性的感情を刺激するものであること。 

３ 何人も、その内容、設備又は形態が青少年の健全な育成を阻害すると認められる営業を青少年に利用

させないように努めなければならない。 

４ 前３項に規定するもののほか、何人も、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を行わない

ように努めなければならない。 

 

第３章 優良興行及び優良図書類の推奨 

第10条 知事は、興行及び図書類の内容が青少年の健全な育成に有益であると認めるときは、これを推奨

することができる。 

 

   第４章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業等の制限 

（有害興行の観覧の禁止） 

第11条 知事は、興行の内容の全部又は一部が第９条第１項各号のいずれかに該当するため、青少年に観

覧させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該興行を青少年にとって有害な興行（以

下「有害興行」という。）として指定することができる。 

２ 前項の規定による指定は、告示により行う。ただし、緊急を要する場合には、当該興行を行う興行場

を経営する者又は当該興行を主催する者（以下「興行者」という。）に、その旨を通知することにより

告示に代えることができる。 

３ 第１項の規定による指定を受けた興行のほか、興行の内容が青少年に与える影響についての審査を行

う団体で知事が指定するものが、青少年に観覧させることが適当でないと認めた興行は、有害興行とす

る。 

４ 第２項本文の規定は、前項の規定による指定について準用する。 

５ 興行者は、第１項の規定による指定を受けた興行又は第３項に規定する興行を行うときは、入場しよ

うとする者の見やすい箇所に青少年の入場を禁ずる旨を当該興行を行う期間掲示し、当該興行を青少年

に観覧させてはならない。 

６ 知事は、第１項の規定による指定をした興行の内容が同項に規定する理由に該当しなくなったと認め

るときは、当該指定を取り消さなければならない。 

 

（有害図書類及び有害がん具類等の販売等の禁止） 

第12条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が第９条第１項各号のいずれかに該当するため、青少年に見

せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類を青少年にと

って有害な図書類（以下「有害図書類」という。）として指定することができる。 

２ 前項の規定による指定を受けた図書類のほか、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類

とする。 

(1) 書籍、雑誌その他の刊行物であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は

性交若しくはこれに類する性行為（以下「卑わいな姿態等」という。）を被写体とする写真又は描写

する絵画で規則で定めるものを掲載するページの数が規則で定める数以上であるもの 

(2) ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものであって、卑わいな姿態等を描写する場

面で規則で定めるものの描写の時間が規則で定める時間以上であるもの 

(3) 表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に第１号の規則で定める写真又は絵画を掲載し

ている図書類 

(4) 図書類の内容が青少年に与える影響についての審査を行う団体で知事が指定するものが、青少年に

閲覧させ、又は視聴させることが適当でないと認めた図書類で、当該団体が定める方法によりその旨

が表示されているもの 



4 
 

３ 図書類を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者（以下「図書類取扱業者」

という。）は、有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させてはならない。 

４ 知事は、がん具類等の形状、構造又は機能が第９条第２項各号のいずれかに該当するため、青少年に

所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類等を青少年にとって有害な

がん具類等（以下「有害がん具類等」という。）として指定することができる。 

５ 前項の規定による指定を受けたがん具類等のほか、次の各号のいずれかに該当するがん具類等は、有

害がん具類等とする。 

(1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類等で、規則で定める形状、構造又は機能を

有するもの 

(2) 使用済みの下着（使用済みの下着である旨の表示若しくはそれと誤認させる表示がされ、又は使用

済みの下着と誤認させる形態を有するがん具類を含む。） 

(3) 下着の形状をしたがん具類 

６ がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害がん具類等を青少年に販売し、又は貸し付けては

ならない。 

７ 第１項、第２項第４号又は第４項の規定による指定は、告示により行う。 

 

（有害図書類の陳列の制限） 

第12条の２ 図書類取扱業者は、有害図書類を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させる場合におい

て、有害図書類を陳列するときは、青少年の目に触れにくい陳列の方法として規則で定める方法により、

有害図書類を他の物品と区分して陳列しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定に違反して有害図書類が陳列されていると認めるときは、当該図書類取扱業者に

対し、期限を定めて、有害図書類の陳列の方法について改善を命ずることができる。 
３ 図書類取扱業者は、有害図書類の陳列場所に当該有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、

又は視聴させない旨を掲示しなければならない。 
４ 前３項の規定は、法令又は条例の規定により常時青少年の立入りが禁じられている場所に有害図書類

を陳列する場合については、適用しない。 
 

（自動販売機による図書類又はがん具類等の販売の届出等） 

第12条の３ 図書類又はがん具類等の販売を業とする者（以下「図書類等販売業者」という。）は、自動

販売機により当該販売をしようとするとき（規則で定める場所に自動販売機を設置し、当該販売をしよ

うとするときを除く。）は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該自動販売機ごとに、次に掲

げる事項を知事に届け出なければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 自動販売機の設置場所 

(3) 自動販売機の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の規定による届出をした者（以下「自販機販売届出者」という。）は、当該届出に係る自動販売

機の使用を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内にそ

の旨を知事に届け出なければならない。 

３ 自販機販売届出者は、第１項の規定による届出に係る自動販売機に、規則で定めるところにより、当

該届出をした旨の表示をしなければならない。前項の規定による変更の届出をしたときも同様とする。 

 

（自動販売機管理者の設置） 

第12条の４ 自販機販売届出者は、その設置する自動販売機ごとに、自動販売機管理者を置かなければな
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らない。 

２ 自動販売機管理者は、その管理に係る自動販売機が設置された市町（神戸市の区域に設置された場合

にあっては、区。以下この項において同じ。）の区域と同一の市町の区域内に住所を有している者でな

ければならない。 

 

（自動販売機への収納の禁止等） 

第12条の５ 図書類等販売業者又は自動販売機管理者は、有害図書類又は有害がん具類等を自動販売機に

収納してはならない。 

２ 自動販売機による図書類又はがん具類等の販売をしている図書類等販売業者又は自動販売機管理者は、

当該自動販売機に収納されている図書類又はがん具類等が有害図書類又は有害がん具類等に該当するこ

ととなったときは、直ちに当該図書類又はがん具類等を当該自動販売機から撤去しなければならない。 

３ 図書類等販売業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域においては、第９条第１項

に該当する図書類又は同条第２項に該当するがん具類等を収納する自動販売機を設置してはならない。 

(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除く。以下「学校」という。） 

(2) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規定する児童福祉施設 

(3) 社会教育法（昭和24年法律第207号）第21条に規定する公民館 

(4) 図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館 

(5) 博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館

に相当する施設 

(6) スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第12条第１項に規定するスポーツ施設及びこれに類する施

設で、国又は地方公共団体が設置するもの 

(7) 前各号に掲げるもののほか、青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの 

 

（適用除外） 

第12条の６ 前３条の規定は、法令又は条例の規定により青少年の立入りが禁じられている場所に設置さ

れている自動販売機であって、規則で定める措置が講じられているものについては、適用しない。 

 

（有害広告物の制限） 

第13条 知事は、屋外又は屋内に掲示された広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性

若しくは残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、当該広告物の広告主

又は管理者に対してその内容の変更若しくは撤去又は当該広告物と同一の内容の広告物の掲示の禁止

を命ずることができる。 

 
（質物の受入れ及び古物の買受け等の禁止） 

第14条 質屋（質屋営業法（昭和25年法律第158号）第１条第２項に規定する質屋をいう。以下同じ。）

又は古物商（古物営業法（昭和24年法律第108号）第２条第３項に規定する古物商をいう。以下同じ。）

は、青少年から物品（第21条の２の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。）若し

くは有価証券を質に取って金銭を貸し付け、物品を買い受け、又は委託を受けて物品を販売してはなら

ない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときは、この限りでな

い。 

 

（指定遊技営業等の場所への立入禁止） 

第15条 知事は、遊技営業等の設備又は形態が次の各号のいずれかに該当するため、青少年を客として立

ち入らせることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該遊技営業等の場所の全部又は一部を

青少年の立入禁止の場所として指定することができる。 
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(1) 客室若しくは客席にかぎのかかる設備その他これに類する設備をし、又は客室若しくは客席の内部

の見通しを妨げる設備をしているもの 

(2) 客室若しくは客席に著しく性的感情を刺激する装置、照明、装飾品等を使用しているもの 

(3) 遊技営業等を営む者（以下「遊技営業等営業者」という。）又はその代理人、使用人その他の従業

者が、常時客を見守ることなく客室を利用させるもの 

２ 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨及びその理由を文書をもって当該遊技営業等営

業者又はその代理人に通知しなければならない。 

３ 遊技営業等営業者又はその代理人は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該遊技営業

等の場所の見やすい箇所に指定のあった旨及び青少年の立入りを禁ずる旨を掲示し、当該場所に青少年

を客として立ち入らせてはならない。 

４ 知事は，第１項の規定による指定を受けた遊技営業等の場所において当該遊技営業等の設備又は形態

が同項各号に掲げる理由に該当しなくなったと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。 

 

 （深夜遊技営業等の場所への立入禁止） 
第15条の２ 次に掲げる遊技営業等を営む者又はその代理人は、深夜（午後11時から翌日の午前５時まで

の間をいう。以下同じ。）において当該遊技営業等の場所に青少年を客として立ち入らせてはならない。 
(1) 第２条第７号アに掲げる遊技営業等のうち、個室（前条第１項第１号に規定する客室又は客席をい

う。以下同じ。）を設け、当該個室において客に遊技又は遊興をさせる営業 

(2) 第２条第７号イに掲げる遊技営業等のうち、個室を設け、当該遊技営業等を営む者又はその代理人、

使用人その他の従業者が常時客を見守ることなく、当該個室において客に飲食をさせる営業 

(3) 第２条第７号ウに掲げる遊技営業等のうち、個室を設け、当該個室において客に図書類の閲覧若し

くは視聴をさせ、又はインターネットの利用をさせる営業 

２ 前項各号に掲げる遊技営業等を営む者は、深夜において当該遊技営業等を営む場合においては、当該

遊技営業等の場所の見やすい箇所に深夜における青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。 
 

（利用カ－ド等に係る禁止行為） 

第16条 風営適正化法第２条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗

型電話異性紹介営業に関して提供する役務（以下「電話異性紹介役務」という。）の数量に応ずる対価

を得る目的で発行するカードその他の物品（以下「利用カ－ド等」という。）を販売する者は、利用カ

－ド等を自動販売機に収納してはならない。 

２ 電話異性紹介役務を利用するための情報を業として提供する者は、電話異性紹介役務の数量に応ずる

対価を徴収して、当該電話異性紹介役務を利用するための電話番号、会員番号、暗証番号等の情報を提

供する機器を設置してはならない。 

３ 何人も、青少年に利用カ－ド等を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は利用カ

－ド等に記載された電話異性紹介役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報

を提供してはならない。 

４ 第12条の６の規定は、第１項及び第２項の場合について準用する。 

 

第17条から第19条まで 削除 

 

   第５章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止等 

 （入れ墨を施す行為等の禁止） 

第20条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。 

２ 何人も、青少年に対し、勧誘し、又は周旋して前項の行為を受けさせてはならない。 

 

 （みだらな性行為等の禁止） 

第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 

２ 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 
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 （使用済み下着等の買受け等の禁止） 

第21条の２ 何人も、青少年から使用済み下着等（青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液、ふん尿

若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下同じ。）を買い受け、若しく

は使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介してはなら

ない。 

 

（場所の提供及びその周旋の禁止） 

第22条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うこと

を知って、その場所の提供又はその周旋をしてはならない。 

(1) 入れ墨を施す行為 

(2) みだらな性行為又はわいせつな行為 

(3) 使用済み下着等を買い受け、使用済み下着等の売却の委託を受け、又は使用済み下着等の売却の相

手方を紹介する行為 

(4) 暴行 

(5) 麻薬又は覚せい剤を使用する行為 

(6) 医薬品その他のもので、催眠、めいてい、興奮、幻覚その他これらに類する作用を有するものとし

て知事が指定するもの（以下「指定医薬品等」という。）を不健全な目的に使用する行為 

(7) 喫煙又は飲酒 

２ 場所の提供をした者は、当該場所において、前項各号に掲げる行為が行われることを知ったときは、

直ちに、その提供を中止しなければならない。 

 

（指定医薬品等の譲渡等の禁止） 

第23条 何人も、前条第１項第６号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がその行為を行う

おそれがあることを知って、指定医薬品等を譲り渡し、交付し、又は周旋してはならない。 

２ 何人も、青少年に対し、前条第１項第６号に掲げる行為をすることを勧誘してはならない。 

 

（深夜外出の制限） 

第24条 保護者は、特別の事情がある場合を除くほか、深夜に青少年を外出させないようにしなければな

らない。 

２ 何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に、青

少年をその住所若しくは居所（以下「住所等」という。）から連れ出し、又はその住所等以外の場所に居

させてはならない。 
３ 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業の場所にいる青少年

に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。 
 

第５章の２ インターネット上の有害情報等からの青少年の保護 

 （保護者の取組） 

第24条の２ 保護者は、インターネットを利用することができる端末設備（以下「端末設備」という。）を

適切に管理することにより、青少年が端末設備を利用して有害情報（第９条第１項各号のいずれかに該

当するため、青少年に閲覧させることがその健全な育成を阻害すると認められる情報をいう。以下同じ。）

を閲覧することがないようにしなければならない。 

２ 保護者は、青少年によるインターネットの利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について認識

し、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図らなければならない。 
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 （青少年のインターネット利用について事業者が講ずべき措置等） 

第24条の３ 端末設備を公衆の利用に供する事業者は、フィルタリング・ソフト（インターネットを利用

して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択し、有害情報の閲覧を制限する機

能を有するソフトウェアをいう。以下同じ。）又はフィルタリング・サービス（インターネットを利用し

て得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択し、有害情報の閲覧を制限するため

の役務又はフィルタリング・ソフトによって有害情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該フィル

タリング・ソフトを作動させる者に対してインターネットにより継続的に提供する役務をいう。以下同

じ。）の利用その他の規則で定める方法により、青少年が当該端末設備を利用して有害情報を閲覧するこ

とができないようにするための措置を講じなければならない。ただし、法令又は条例の規定により常時

青少年の立入りが禁じられている場所において端末設備を公衆の利用に供する場合は、この限りでない。 

２ 知事は、端末設備を公衆の利用に供する事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事

業者に対し、前項の措置を講ずべきことを勧告することができる。 

３ 知事は、端末設備を公衆の利用に供する事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、その

旨を公表することができる。 

４ 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者（特定電気通信役務提供者の損

害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成13年法律第137号）第２条第３号に規定する

特定電気通信役務提供者をいう。）は、端末設備の販売若しくは貸付け又は役務の提供に当たっては、そ

の販売若しくは貸付け又は役務の提供を受ける者に対し、フィルタリング・ソフト又はフィルタリング・

サービスに関する情報を提供するよう努めなければならない。 

 

（携帯電話端末設備等による有害情報の閲覧防止措置） 

第24条の４ 保護者は、その監護する青少年が携帯電話インターネット接続役務（青少年が安全に安心し

てインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平成20年法律第79号）第２条第７項に規定

する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。）の提供を受ける契約（当該契約の内容を変更

する契約を含む。）の当事者となる場合又はその監護する青少年を端末設備の使用者とする携帯電話イン

ターネット接続役務に係る契約（当該契約の内容を変更する契約を含む。）を自ら締結する場合において、

当該青少年が就労しており、フィルタリング・サービスを利用することで当該青少年の業務に著しい支

障を生ずることその他の規則で定める正当な理由があるときは、携帯電話インターネット接続役務を提

供する電気通信事業者（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第５号に規定する電気通信事業

者をいう。以下同じ。）に対し、フィルタリング・サービスを利用しない旨の申出をすることができる。 

２ 保護者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者に対し、前項の申出をすると

きは、規則で定めるところにより、同項の正当な理由を記載した書面を当該電気通信事業者に提出しな

ければならない。 

３ 携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者は、第１項に規定する契約を締結するに

当たっては、青少年又はその保護者に対し、フィルタリング・サービスの内容その他の規則で定める事

項を説明するとともに、その内容を記載した説明書を交付しなければならない。 

４ 携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者は、フィルタリング・サービスの利用を

条件としない第１項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る第２項の書面を、当該契約が終

了する日までの間保存しなければならない。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面の保

存に代えて当該書面に記載された事項に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を保存することができる。 

５ 知事は、フィルタリング・サービスの利用を条件としない第１項に規定する契約を青少年のために締

結した保護者又は当該契約を締結した青少年の保護者に対し、当該契約に基づく青少年によるインター

ネットの利用が適切に行われているかどうかについて、説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調
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査をすることができる。 

６ 知事は、携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者が第３項又は第４項の規定に違

反していると認めるときは、当該電気通信事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することが

できる。 

７ 知事は、携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者が前項の規定による勧告に従わ

なかったときは、その旨を公表することができる。 

 
（青少年のインターネットの利用に関する基準づくり） 
第24条の５ 何人も、青少年のインターネットの利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について認

識し、青少年のインターネットの利用に関する基準づくりが行われるよう、その支援に努めなければな

らない。 
２ 前項に規定する基準は、その内容に次に掲げる事項を含むものとする。 
 (1) インターネットの過度の利用等を防止するためのその利用の時間に関する事項 
 (2) インターネットの利用に伴う危険等を防止するためのその利用の方法に関する事項 
 
 （県の施策） 
第24条の６ 県は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、

教育等の施策の推進に努めるものとする。 
 
    第６章 雑則 

 （審議会への諮問） 

第25条 知事は、第10条、第11条第１項、第３項若しくは第６項、第12条第１項、第２項第１号、第２号

若しくは第４号、第４項若しくは第５項第１号、第12条の２第１項若しくは第２項、第12条の５第３項

第７号、第13条、第15条第１項若しくは第４項、第22条第１項第６号、第24条の３第１項若しくは第２

項、第24条の４第１項から第３項まで若しくは第６項又は第27条の規定による推奨、指定、その取消し、

規則の制定、命令又は勧告をしようとするときは、附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）第

１条第１項に規定する青少年愛護審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。

ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。 

２ 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで推奨、指定、その取消し、規則の制定、

命令又は勧告をしたときは、次の審議会に報告しなければならない。 

 

（推奨等の要請） 

第26条 何人も、第10条、第11条第１項、第12条第１項若しくは第４項、第13条又は第15条第１項の規定

による推奨、指定又は命令をすることが適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を要請するこ

とができる。 

２ 前項の要請は、その理由を記載した文書をもってしなければならない。 

 

（教育委員会等の要請に基づく勧告） 

第27条 知事は、学校の周辺における旅館、飲食店、料理店等の営業、風営適正化法第２条第５項に規定

する性風俗関連特殊営業その他の営業の内容が当該学校の教育環境を著しく害し、又は害するおそれが

ある場合において、当該学校が公立学校である場合にあっては当該学校を管理する教育委員会、私立学

校である場合にあっては当該学校の設置者から要請があったときは、当該営業を営む者に対し、当該学

校の教育環境の清浄化について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 
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（立入調査） 

第28条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、

営業時間内において、次の各号に掲げる場所に立ち入り、調査し、関係者に質問し、又は関係者から資

料の提供を求めることができる。 

(1) 有害興行を行う場所 

(2) 有害図書類又は有害がん具類等を販売し、若しくは貸し付け、又は閲覧させ、若しくは視聴させる

ことを業とする者の営業の場所 

(3) 第13条の広告物を掲示している場所 

(4) 質屋又は古物商の営業の場所 

(5) 第15条第１項の規定により指定した遊技営業等の場所 

(6) 第15条の２第１項に規定する遊技営業等の場所 

(7) 端末設備を公衆の利用に供する事業者の営業又は事業の場所 

(8) 携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者の営業又は事業の場所 

２ 前項の規定により同項各号に掲げる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査は、必要最少限度において行うべきであって、関係者の正常な業務を妨

げてはならない。 

４ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

 
（補則） 

第29条 この条例の実施のための手続その他この条例の施行のため必要な事項は、規則で定める。 

 

第７章 罰則 

（罰則） 

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

(1) 第20条第１項又は第２項の規定に違反した者 

(2) 第21条第１項の規定に違反した者 

２ 第22条第１項（同項第１号又は第２号に係る部分に限る。）又は第２項（同条第１項第１号又は第２号

に係る部分に限る。）の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

３ 常習として第12条の５第１項又は第２項の規定に違反した者は、６月以下の懲役又は50万円以下の罰

金に処する。 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

(1) 第21条の２の規定に違反する行為を業として行った者 

(2) 第22条第１項（同項第３号から第７号までに係る部分に限る。）又は第２項（同条第１項第３号か

ら第７号までに係る部分に限る。）の規定に違反した者 

(3) 第23条第１項の規定に違反した者 

５ 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。 

(1) 第11条第５項の規定に違反して青少年に観覧させた者 

(2) 第12条第３項又は第６項の規定に違反した者 

(3) 第12条の２第２項の規定による命令に従わなかった者 

(4) 第12条の５第１項又は第２項の規定に違反した者（この条第３項に規定する者を除く。） 

(5) 第13条の規定による命令に従わなかった者 

(6) 第15条第３項の規定に違反して青少年を客として立ち入らせた者 

(7) 第15条の２第１項の規定に違反した者 



11 
 

(8) 第16条第１項から第３項までの規定に違反した者 

(9) 第21条第２項の規定に違反した者 

(10) 第21条の２の規定に違反した者（前項第１号に掲げる者を除く。） 

(11) 第23条第２項の規定に違反した者 

(12) 第24条第２項の規定に違反した者 

６ 第20条第１項若しくは第２項、第21条第１項若しくは第２項、第21条の２又は第24条第２項の規定に

違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第１項又は前２項の規定による処罰を

免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 

７ 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。 

(1) 第12条の３第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

(2) 第14条の規定に違反した者 

８ 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。 

(1) 第12条の３第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

(2) 第28条第１項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して虚偽

の陳述をし、資料の提供を拒み、又は虚偽の資料を提供した者 

９ 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。 

(1) 第11条第５項の規定に違反して青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなかった者 

(2) 第12条の２第３項の規定に違反して有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴

させない旨を掲示しなかった者 

(3) 第12条の３第３項の規定に違反した者 

(4) 第15条第３項の規定に違反して青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなかった者 

(5) 第15条の２第２項の規定に違反した者 

 

（両罰規定） 

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に

関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、同条の罰金刑

又は科料刑を科する。 

 

（免責規定） 

第32条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。 

 
   附 則 

  （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

  （旧条例の廃止） 

２ 青少年愛護条例（昭和33年兵庫県条例第17号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

  （経過措置） 

３ この条例の施行の際、旧条例の規定により知事の行なった推奨、指定、命令その他の処分で現にその

効力を有するものは、この条例の相当規定により知事の行なった処分とみなす。この場合において、当

該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧条例の規定により当該処分が行なわれた日から

起算するものとする。 

４ この条例の施行の際、現に旧条例第11条又は第13条第１項の規定により、知事に対してなされている

要請は、この条例の相当規定により知事に対してなされた要請とみなす。 

５ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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      附 則（昭和40年７月１日条例第33号） 

この条例は、昭和40年７月15日から施行する。 

      附 則（昭和42年10月13日条例第30号） 

  （施行期日） 

１ この条例は、昭和42年12月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

      附 則（昭和43年３月30日条例第25号） 

この条例は、昭和43年４月１日から施行する。 

      附 則（昭和47年３月30日条例第13号） 

  （施行期日） 

１ この条例は、昭和47年６月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

      附 則（昭和48年３月31日条例第18号） 

この条例は、昭和48年５月１日から施行する。 

      附 則（昭和59年12月20日条例第35号抄） 

  （施行期日） 

この条例は、昭和60年２月13日から施行する。 

      附 則（平成２年３月28日条例第11号） 

この条例は、平成２年５月１日から施行する。 

      附 則（平成４年３月27日条例第４号） 

この条例は、平成４年５月１日から施行する。 

      附 則（平成７年10月11日条例第42号抄） 

  （施行期日） 

１ この条例は、平成７年10月18日から施行する。 

      附 則（平成８年10月９日条例第27号） 

  （施行期日） 

１ この条例は、平成９年１月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この条例の施行の際、改正前の青少年愛護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改

正後の青少年愛護条例（以下「改正後の条例」という。）の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者については、改正後の条例第16条第１

項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とある

のは、「この条例の施行の日から１月以内に」とする。 

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

  （附属機関設置条例の一部改正） 

５ 附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１項の表青少年愛護審議会の項を次のように改める。 
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青少年愛護審議会 青少年愛護条例（昭和38年兵庫県条例第17号）による優良興行等の推奨

、有害興行の指定及びその取消し、有害図書類等の指定、有害広告物の

内容の変更等の命令、青少年の立入禁止の場所の指定及びその取消し、

テレホンクラブ等営業の停止命令、指定医薬品等の指定及び教育委員会

の要請等に基づく勧告並びに有害興行の指定等の処分に対する異議申

立てに関する重要事項の調査審議に関する事務 

第１条第２項中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。 

      附 則（平成10年12月21日条例第47号） 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。（後略） 

      附 則（平成11年10月８日条例第44号） 

この条例は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行の日〔平

成11年11月１日〕から施行する。 

      附 則（平成11年12月20日条例第55号） 

  （施行期日） 

１ この条例は、平成12年１月１日から施行する。ただし、第８条に１項を加える改正規定は、同年４月

１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この条例の施行の際、改正前の青少年愛護条例（以下「改正前の条例」という。）の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為は、改正後の青少年愛護条例（以下「改正後の条例」という。）の相当規

定によりなされたものとみなす。 

３ この条例の施行の際現に自動販売機による図書類の販売をしている者については、改正後の条例第12

条の２第１項に規定する図書類販売業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項

中「あらかじめ」とあるのは、「青少年愛護条例の一部を改正する条例（平成11年兵庫県条例第55号）

の施行の日から３月以内に」とする。 

４ この条例の施行の際現に有害図書類を収納している自動販売機については、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）から３月間は、改正後の条例第12条の４の規定は、適用しない。 

５ この条例の施行の際現に改正前の条例第16条第１項の規定による届出をして営まれているテレホンク

ラブ等営業については、施行日から２年間は、改正後の条例第16条の２第１項の規定は、適用しない。 

６ この条例の施行の際現に利用カード等を収納している自動販売機については、施行日から３月間は、

改正後の条例第17条の２第１項の規定は、適用しない。 

７ この条例の施行の際現に設置されている改正後の条例第17条の２第２項に規定する機器については、

施行日から３月間は、同項の規定は、適用しない。 

８ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

      附 則（平成13年３月12日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成13年12月20日条例第53号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

 （テレホンクラブ等営業の停止命令等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に係るこの条例の施行後における第２条の規定による改正前の青少年愛

護条例第２条第７号に規定するテレホンクラブ等営業の停止又は廃止の命令その他の処分については、

なお従前の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 
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３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （附属機関設置条例の一部改正） 

４ 附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１項の表青少年愛護審議会の項中「有害図書類等の指定」の右に「、有害図書類とする図書類

の内容等を定める規則の制定」を加え、「、テレホンクラブ等営業の停止命令」を削る。 

   附 則（平成13年12月20日条例第58号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成14年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の青少年愛護条例第16条第１項の規定による届出をして営まれている

テレホンクラブ等営業については、改正後の青少年愛護条例第16条の２第１項の規定は、適用しない。 

   附 則（平成17年12月21日条例第77号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の青少年愛護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の青少年愛護条例

（以下「改正後の条例」という。）の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この条例の施行の際現に自動販売機によりがん具類等を販売している者については、改正後の条例第

12条の３第１項に規定する図書類等販売業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、

同項中「あらかじめ」とあるのは、「青少年愛護条例の一部を改正する条例（平成17年兵庫県条例第77

号）の施行の日から起算して３月以内に」とする。 

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 （附属機関設置条例の一部改正） 

５ 附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１項の表青少年愛護審議会の項中「有害興行の指定及びその取消し」の右に「、興行の内容

が青少年に与える影響についての審査を行う団体の指定」を加え、「有害図書類とする図書類」を「有害

図書類等とする図書類等」に改め、「規則の制定」の右に「、図書類の内容が青少年に与える影響につい

ての審査を行う団体の指定、有害図書類の陳列方法を定める規則の制定、有害図書類の陳列方法につい

ての改善の命令、自動販売機の設置場所に係る青少年の利用に供される施設を定める規則の制定」を加

える。 

附 則（平成18年３月24日条例第24号抄） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成18年（中略）10月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月23日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年５月１日から施行する。ただし、目次の改正規定（「第24条の４」を「第24条の

５」に改める部分に限る。）、第24条の２及び第24条の３の改正規定、第５章の２中第24条の４を第24条

の５とし、第24条の３の次に１条を加える改正規定、第25条第１項の改正規定（「第22条第１項第６号」

の右に「、第24条の３第１項若しくは第２項、第24条の４第１項から第３項まで若しくは第６項」を加

える部分に限る。）並びに第28条第１項に３号を加える改正規定（同項第８号及び第９号に係る部分に限

る。）は、同年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正後の青少年愛護条例（以下「改正後の条例」という。）第２条第８号に規

定する出会い喫茶等営業を営んでいる者については、改正後の条例第17条第１項に規定する者とみなし
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て、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「営業を開始する日の10日前まで」とあるのは、

「青少年愛護条例の一部を改正する条例（平成21年兵庫県条例第５号）の施行の日から起算して１月以

内」とする。 

３ この条例の施行の際現に改正後の条例第18条第１項に規定する営業禁止区域において掲示されている

広告物については、この条例の施行の日から１月間は、改正後の条例第19条第１項第６号の規定は、適

用しない。 

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（附属機関設置条例の一部改正） 

５ 附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１項の表青少年愛護審議会の項を次のように改める。 

青少年愛護審議会 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立

に関して必要な事項並びに青少年愛護条例（昭和38年兵庫県条

例第17号）による青少年の健全な育成及びこれを阻害するおそ

れのある行為からの青少年の保護に関する重要事項の調査審議

に関する事務 

附 則（平成22年10月７日条例第36号） 
（施行期日） 

１ この条例は、平成23年１月１日から施行する。 
（出会い喫茶等営業の停止命令等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に係るこの条例の施行後における第２条の規定による改正前の青少年愛

護条例第２条第８号に規定する出会い喫茶等営業の停止又は廃止の命令その他の処分については、なお

従前の例による。 
（罰則に関する経過措置） 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
   附 則（平成23年10月7日条例第41号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成28年 3月23日条例第21号） 

 （施行期日） 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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青少年愛護条例施行規則     

（ 昭和38年３月31日兵庫県規則第23号 ） 
 

 
 
（趣旨） 

第１条 この規則は、青少年愛護条例（昭和38年兵庫県条例第17号。以下「条例」という。）の施行に関し

て必要な事項を定めるものとする。 
 
 （有害興行に係る告示の内容） 
第２条 条例第11条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定による告示は、次の各号に

掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項及び指定の理由を明示して行うものとする。 
(1) 有害興行の告示 指定する興行の種別及び題名又は内容 
(2) 知事が指定する団体の告示 指定する団体の名称及び主たる事務所の所在地 

 
 （有害興行を行う場合の掲示） 
第３条 条例第11条第５項の規定による掲示は、様式第１号によるものとする。 
 
 （指定によらない有害図書類の要件） 
第３条の２ 条例第12条第２項第１号に規定する規則で定める卑わいな姿態等を被写体とする写真又は描

写する絵画は、次の各号のいずれかに該当する卑わいな姿態等を被写体とする写真又は描写する絵画（陰

部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。）とする。 
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの 
 ア 大たい部を開いた姿態 
 イ 陰部、でん部又は胸部を誇示した姿態 
 ウ 男女間の愛ぶの姿態 
 エ 自慰の姿態 
 オ 排せつの姿態 

カ 緊縛の姿態 
(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの 

 ア 性交又はこれを連想させる性行為 

 イ 同性間の性行為 

 ウ ごうかんその他のりょう辱行為 

 エ 変態性欲に基づく性行為 

２ 条例第12条第２項第１号に規定する規則で定める数は、20ページ（表紙を含む。以下同じ。）又は当

該書籍、雑誌その他の刊行物のページの総数の５分の１に相当する数とする。 

３ 条例第12条第２項第２号に規定する規則で定める場面は、第１項各号に掲げる卑わいな姿態等を描写

する場面（陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。）とする。 

４ 条例第12条第２項第２号に規定する規則で定める時間は、３分とする。 
 
（指定によらない有害がん具類等の要件） 

第３条の３ 条例第12条第５項第１号に規定する規則で定める形状、構造又は機能は、次の各号のいずれ

かに該当する形状、構造又は機能とする。 
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(1) 性器の形状又はこれに類似する形状 

(2) 性器を包み込み、性器若しくはこう門に挿入し、又は性器に装着する構造 

(3) 専ら変態性欲に基づく性交又はこれに類する性行為の用に供する機能 
 
 （有害図書類又は有害がん具類等に係る告示の内容） 

第４条 条例第12条第７項の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定め

る事項及び指定の理由を明示して行うものとする。 

(1) 有害図書類の告示 指定する図書類の種別及び名称 

(2) 知事が指定する団体の告示 指定する団体の名称及び主たる事務所の所在地 

(3) 有害がん具類等の告示 指定するがん具類等の品名及び形状 

 
 （有害図書類の陳列の方法） 

第４条の２ 条例第12条の２第１項に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれかの措置を講じ、

かつ、当該営業の場所の外から有害図書類を容易に見通すことのできない措置を講ずることとする。 

(1) 間仕切り等により仕切られ、かつ、他から容易に見通すことのできない場所を設け、当該場所に有

害図書類をまとめて陳列すること。 

(2) 有害図書類以外の物品を陳列する棚その他の物の外周から60センチメートル以上離れた場所に設け

られた棚に、有害図書類をまとめて陳列すること。 

(3) 有害図書類を陳列しようとする各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面から10センチ

メートル以上張り出して設けた透視できない材質及び構造の仕切り板と仕切り板との間に有害図書類

をまとめて陳列すること。 

(4) 有害図書類を、床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにしてま

とめて陳列すること。 

(5) 前各号に掲げる方法により陳列することが困難な場合は、有害図書類を、ビニール包装、ひも掛け

その他の方法により容易に閲覧できない状態にしてまとめて陳列すること。 

 

 （有害図書類を陳列する場合の掲示） 

第４条の３ 条例第12条の２第３項の規定による掲示は、様式第１号の２によるものとする。 
 

（自動販売機による図書類又はがん具類等の販売の届出を必要としない場所） 

第５条 条例第12条の３第１項に規定する規則で定める場所は、自動販売機により図書類又はがん具類等

の販売をしようとする図書類等販売業者が経営する店舗及びその店頭とする。 
 
 （自動販売機による図書類又はがん具類等の販売の届出） 

第６条 条例第12条の３第１項の規定による届出は、自販機図書類等販売開始届（様式第２号）により行

わなければならない。 

２ 前項の届出書には同項の届出をしようとする者の住民票の写し（法人にあっては登記事項証明書）を

添付しなければならない。ただし、当該者が県内に住所を有する個人であるときは、この限りでない。 

３ 条例第12条の３第１項第４号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 収納する図書類又はがん具類等の種類 

(2) 自動販売機管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(3) 自動販売機の設置場所の提供者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(4) 自動販売機の型式及び製造番号 

(5) 販売開始年月日 
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４ 条例第12条の３第２項の規定による届出は、自動販売機の使用の廃止に係るものにあっては自販機図

書類等販売廃止届（様式第３号）、自販機図書類等販売開始届に記載した事項の変更に係るものにあっ

ては自販機図書類等販売開始届出事項変更届（様式第４号）により行わなければならない。 

５ 第２項の規定は、第１項の届出をした者の氏名又は住所の変更に係る前項の届出を行う場合について

準用する。 

 
 （自販機図書類等販売届出済票） 

第７条 知事は、条例第12条の３第１項の規定による届出又は同条第２項の規定による届出（同条第１項

第１号に掲げる事項の変更に係るものに限る。）をした者に対し、自販機図書類等販売届出済票（様式

第５号）を交付するものとする。 

２ 自販機販売届出者は、前項の自販機図書類等販売届出済票を当該届出に係る自動販売機の見やすい箇

所にはり付けなければならない。 

 

 （青少年の利用に供される施設） 
第７条の２ 条例第12条の５第３項第７号に規定する規則で定める施設は、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）第12条第１項の規定により設置された児童相談所とする。 
 
 （適用が除外される自動販売機に講じられる措置） 

第８条 条例第12条の６に規定する規則で定める措置は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号

に定める措置とする。 

(1) 常時青少年の立入りが禁じられている場所 青少年が当該場所に立ち入ることなく図書類又はがん

具類等を購入することができない措置 

(2) 前号以外の青少年立入禁止場所 青少年が当該場所に立ち入ることなく図書類又はがん具類等を購

入することができない措置及び青少年の立入りが認められる時間内には図書類又はがん具類等の購入

ができない措置 

 

 （指定遊技営業等の場所における掲示） 

第９条 条例第15条第３項の規定による掲示は、様式第６号によるものとする。 

 

 （深夜遊技営業等の場所における掲示） 

第９条の２ 条例第15条の２第２項の規定による掲示は、様式第６号の２によるものとする。 

 
 （指定医薬品等の指定） 

第10条 条例第22条第１項第６号の規定による指定は、指定する医薬品その他のものの種別又は含有成分

及び指定の理由を明示して、告示により行うものとする。 

 

（端末設備を公衆の利用に供する事業者が講ずべき措置の方法） 

第11条 条例第24条の３第１項に規定する規則で定める方法は、次のとおりとする。 

(1) 端末設備の利用者の年齢を確認すること。ただし、フィルタリング・ソフト又はフィルタリング・

サービスを利用することにより、すべての端末設備について、有害情報の閲覧を制限する措置を講ず

る場合は、この限りでない。 

(2) 青少年の利用に供する端末設備には、フィルタリング・ソフト又はフィルタリング・サービスを利

用することにより有害情報の閲覧を制限する措置を講ずること。 

(3) 端末設備を公衆の利用に供する営業又は事業の場所ごとに責任者を置くこと。 
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（フィルタリング・サービスを利用しない正当な理由） 

第12条 条例第24条の４第１項に規定する規則で定める正当な理由は、次に掲げる理由とする。 

(1) 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が就労している場合において、フィルタリ

ング・サービスを利用することで当該青少年の業務に著しい支障を生ずること。 

(2) 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が障害を有し、又は疾病にかかっている場

合において、フィルタリング・サービスを利用することで当該青少年の日常生活に著しい支障を生ず

ること。 

(3) 保護者が、電気通信事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする

役務を利用すること等により、青少年がインターネット上の有害情報を閲覧することがないようにす

ること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、知事が告示により指定する理由 

２ 知事は、前項第４号の規定による指定をしようとするときは、青少年愛護審議会（以下「審議会」と

いう。）の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。 

３ 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで同項の指定をしたときは、次の審議会

に報告しなければならない。 

 

 （フィルタリング・サービスを利用しない旨の申出書） 

第13条 条例第24条の４第２項の書面は、様式第11号によるものとする。 

 

（携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者が説明すべき事項） 

第14条 条例第24条の４第３項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 携帯電話インターネット接続役務の提供を受けることにより、青少年が有害情報に接する機会が生

ずること。 

(2) 青少年がインターネットを不適切に利用することにより犯罪に巻き込まれる事件が発生しているこ

と。 

(3) 当該電気通信事業者が提供するフィルタリング・サービスの内容 

(4) 保護者がフィルタリング・サービスを利用しない旨の申出をする場合には、条例第24条の４第１項

に規定する正当な理由が必要であること。 

２ 知事は、携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者に対し、前項第１号及び第２号

に掲げる事項に関する情報を提供するよう努めるものとする。 

 

（立入調査証明書） 

第15条 条例第28条第２項の証明書は、様式第12号によるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（旧規則の廃止） 

２ 青少年愛護条例施行規則（昭和33年兵庫県規則第42号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされている掲示については、なお従前の様式による

ことができる。 

附 則（昭和42年11月24日規則第66号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、昭和42年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。 

附 則（昭和47年４月25日規則第33号） 

この規則は、昭和47年６月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月28日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。 

附 則（平成８年12月19日規則第88号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。 

附 則（平成11年12月28日規則第89号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成12年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。 

附 則（平成12年３月８日規則第９号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月29日規則第36号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。 

附 則（平成16年６月30日規則第59号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年７月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月28日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成18年２月３日規則第３号） 

 この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月31日規則第29号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年５月１日から施行する。ただし、青少年愛護条例施行規則第11条の改正規定、

同条を同規則第15条とし、同規則第10条の次に４条を加える改正規定、同規則様式第７号の改正規定（「第

11条」を「第15条」に改める部分に限る。）及び同規則様式第６号の次に５様式を加える改正規定（様式

第11号に係る部分に限る。）は、同年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。 

   附 則（平成22年10月22日規則第44号） 
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 （施行期日） 
１ この規則は、平成23年１月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有する。 

   附 則（平成24年７月６日規則第39号抄） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。ただし、第７条及び第11条の規定は、平成25年７月

８日から施行する。 
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 様式第１号（第３条関係） 
       上映中 
ただいま     の「         」は、青少年愛護条例により青少年に 

上演中 

観覧させてはならない興行に該当しますので、18歳未満の青少年の方の入場は、堅 
くお断りいたします。 

備考 この寸法は、おおむね縦28センチメートル、横40センチメートルとする。 
 
様式第１号の２（第４条の３関係） 

ここに陳列している          は、青少年愛護条例により青少年に販売

し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させてはならない図書類に該当しますので、18

歳未満の青少年の方の購入、借受け、閲覧及び視聴を堅くお断りいたします。 

  備考 １   には、図書類の種類（書籍、雑誌、ビデオディスク等）を記入すること。 
     ２ 「購入、借受け、閲覧及び視聴」は、営業内容によって、該当するもののみ記 

入すること。 
     ３ この寸法は、おおむね縦10センチメートル、横25センチメートルとする。 
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様式第２号（第６条関係） 

 （表面） 

自 販 機 図 書 類 等 販 売 開 始 届                

年  月  日 

   兵庫県知事     様 

              届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

                                         

                  氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                       ○印 

                          電話（  ）  －    番 

自 動 販 売 機 の 設 置 場 所 
 

収納する図書類又はがん具類等の種
類 

 

自動販売機 

の所有者 

住所（法人にあって
は、主たる事務所の
所在地） 

 

 

氏名（法人にあって
は、名称及び代表者
の氏名） 

 

電 話 番 号  

自動販売機 

管理者 

住所（法人にあって
は、主たる事務所の
所在地） 

 

氏名（法人にあって
は、名称及び代表者
の氏名） 

 

電 話 番 号  

自動販売機 

の設置場所 

の提供者 

住所（法人にあって
は、主たる事務所の
所在地） 

 

氏名（法人にあって
は、名称及び代表者
の氏名） 

 

電 話 番 号  

自 動 販 売 機 の 型 式 及 び 

製   造   番    号 

 

販 売 開 始 年 月 日 年  月  日 
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 （裏面） 

 

自動販売機の設置場所付近の見取図 

 

※ 届 出 番 号 

 

備       考 

 

 備考 １ 自動販売機の設置場所付近の見取図の欄には、自動販売機の配置状況及び周囲200メートル以

内の区域の略図を記入してください。所定の欄に記入することができないときは、別紙に記

入の上、これを添付してください。 

    ２ ※のある欄は、記入しないでください。 

    ３ 次の書類を添付してください。 

     (１) 兵庫県内に住所を有しない個人にあっては、住民票の写し 

     (２) 法人にあっては、登記事項証明書 
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様式第３号（第６条関係） 
自 販 機 図 書 類 等 販 売 廃 止 届 

                                 年   月   日 
     兵庫県知事    様 
                届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 
 
                    氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

           ○印  
 
                           電話（   ）   －    番 

  

販 売 開 始 届 出 年 月 日 年  月  日 

届   出   番   号 
 

 

自 動 販 売 機 の 設 置 場 所 

 

 

販 売 廃 止 年 月 日 年  月  日 

備         考 
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様式第４号（第６条関係） 

（表面） 

自販機図書類等販売開始届出事項変更届 

年  月  日 

   兵庫県知事     様 

              届出者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

                                         

                  氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                                       ○印 

                          電話（  ）  －    番 

販 売 開 始 届 出 年 月 日 年  月  日 

届 出 番 号  

事 項 変 更 前 変 更 後 

自 動 販 売 機 の 設 置 場 所   

収納する図書類又はがん具類等の種
類 

  

自動販売機 

の所有者 

住所（法人にあって
は、主たる事務所の
所在地） 

  

氏名（法人にあって
は、名称及び代表者
の氏名） 

  

電 話 番 号   

自動販売機 

管理者 

住所（法人にあって
は、主たる事務所の
所在地） 

  

氏名（法人にあって
は、名称及び代表者
の氏名） 

  

電 話 番 号   

自動販売機 

の設置場所 

の提供者 

住所（法人にあって
は、主たる事務所の
所在地） 

  

氏名（法人にあって
は、名称及び代表者
の氏名） 

  

電 話 番 号   

自 動 販 売 機 の 型 式 及 び 

製   造   番    号 
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 （裏面） 

 

自 

動 

販 

売 

機 

の 

設 

置 

場 

所 

付 

近 

の 

見 

取 

図 

変 
 
 

更 
 
 

前 

 

変 
 
 

更 
 
 

後 

 

変 更 年 月 日 年  月  日 

備       考 

 

 備考 １ 変更に係る事項について、変更前及び変更後の内容を記入してください。 

    ２ 届出者の氏名又は住所に変更があった場合には、変更後の内容が記載された次の書類を添付

してください。 

     (１) 兵庫県内に住所を有しない個人にあっては、住民票の写し 

     (２) 法人にあっては、登記事項証明書 

    ３ 自動販売機の設置場所付近の見取図の欄には、自動販売機の配置状況及び周囲200メートル以

内の区域の略図を記入してください。所定の欄に記入することができないときは、別紙に記

入の上、これを添付してください。 
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様式第５号（第７条関係） 

自 販 機 図 書 類 等 販 売 届 出 済 票 
届  出  番  号  

届 出 者 

住所（法人にあっては、
主たる事務所の所在
地） 

 

氏名（法人にあっては、
名称及び代表者の氏
名） 

 

電 話 番 号  

自動販売機

管理者 

住所（法人にあっては、
主たる事務所の所在
地） 

 

氏名（法人にあっては、
名称及び代表者の氏
名） 

 

電 話 番 号  

自動販売機の型式及び製造番号  

 

 

様式第６号（第９条関係） 

当店は、青少年愛護条例により青少年を立ち入らせてはならない場所として指定さ

れましたので、18歳未満の青少年の方の立入りは、堅くお断りいたします。 

備考 この寸法は、おおむね縦28センチメートル、横40センチメートルとする。 
 

様式第６号の２（第９条の２関係） 

当店は、青少年愛護条例により深夜において青少年を立ち入らせてはならない場所

に該当しますので、午後11時から翌日午前５時までの間は、18歳未満の青少年の方の

入店を堅くお断りいたします。 

 備考 この寸法は、おおむね縦28センチメートル、横40センチメートルとする。    
 

様式第７号から様式第10号まで 削除 

 

 

 

 

 
  

15センチメートル 

10
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 
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様式第11号（第13条関係） 

 

フィルタリング・サービスを利用しない旨の申出書 

 

  年  月  日 

 

 

 様 

 

 

申出者 住 所                     

氏 名                     

電 話（     ）    －      番  

 

 

 

 

 

私は、青少年愛護条例第24条の４第２項の規定により、下記の理由があるのでフィルタリン 

グ・サービスを利用しない旨を申し出ます。 

 

記 

 

理由 
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 様式第12号（第15条関係） 
  （表面） 

No.       
立 入 調 査 証 明 書 

 
  下記の者は、青少年愛護条例第28条第１項の規定により、同項第 号から 
第 号までに規定する場所の立入調査の権限を有する者であることを証明する。 

 
記 

 
所  属 

 
職  名 

 
氏  名 

 
生年月日      年  月  日 

 
発行年月日     年  月  日 

 
兵 庫 県 知 事 

 
 

 
 
 

印 

 
写  真 

5.8
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

印 

8.8センチメートル 
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  （裏面） 

 
青 少 年 愛 護 条 例 抜 粋 

 
（立入調査） 

第28条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、この条例の実施のため必要があると

認めるときは、営業時間内において、次の各号に掲げる場所に立ち入り、調査し、関係者

に質問し、又は関係者から資料の提供を求めることができる。 

(1) 有害興行を行う場所 

(2) 有害図書類又は有害がん具類等を販売し、若しくは貸し付け、又は閲覧させ、若しく

は視聴させることを業とする者の営業の場所 

(3) 第13条の広告物を掲示している場所 

(4) 質屋又は古物商の営業の場所 

(5) 第15条第１項の規定により指定した遊技営業等の場所 

(6) 第15条の２第１項に規定する遊技営業等の場所 

(7) 端末設備を公衆の利用に供する事業者の営業又は事業の場所 

(8) 携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者の営業又は事業の場所 

２ 前項の規定により同項各号に掲げる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査は、必要最少限度において行うべきであって、関係者の正

常な業務を妨げてはならない。 

４ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな

らない。 

（罰則） 
第30条 
８ 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。 
(2)  第28条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問

に対して虚偽の陳述をし、資料の提供を拒み、又は虚偽の資料を提供した者 
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兵庫県青少年愛護審議会規則   （昭和 38 年兵庫県規則第 24 号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、附属機関設置条例（昭和 36年兵庫県条例第 20号）第３条の規定に

基づき、兵庫県青少年愛護審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関して

必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に関し

て必要な事項を調査審議する。 

２ 審議会は、知事の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 青少年愛護条例（昭和38年兵庫県条例第17号。以下「条例」という。）第10条の規

定による推奨に関すること。 

(2) 条例第11条第１項又は第６項の規定による指定又はその取消しに関すること。 

(3) 条例第11条第３項の規定による指定に関すること。 

(4) 条例第12条第１項の規定による指定に関すること。 

(5) 条例第12条第２項第１号又は第２号の規定による規則の制定に関すること。 

(6) 条例第12条第２項第４号の規定による指定に関すること。 

(7) 条例第12条第４項の規定による指定に関すること。 

(8) 条例第12条第５項第１号の規定による規則の制定に関すること。 

(9) 条例第12条の２第１項の規定による規則の制定に関すること。 

(10) 条例第12条の２第２項の規定による命令に関すること。 

(11) 条例第12条の５第３項第７号の規定による規則の制定に関すること。 

(12) 条例第13条の規定による命令に関すること。 

(13) 条例第15条第１項又は第４項の規定による指定又はその取消しに関すること。 

(14) 条例第22条第１項第６号の規定による指定に関すること。 

(15) 条例第24条の３第１項の規定による規則の制定に関すること。 

(16) 条例第24条の３第２項の規定による勧告に関すること。 

(17) 条例第24条の４第１項から第３項までの規定による規則の制定に関すること。 

(18) 青少年愛護条例施行規則（昭和38年兵庫県規則第23号）第12条第１項第４号の規定

による指定に関すること。 

(19) 条例第24条の４第６項の規定による勧告に関すること。 

(20) 条例第27条の規定による勧告に関すること。 
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（組織） 

第３条 審議会は、委員 25 人以内で組織する。 

２ 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員若干人を置く

ことができる。 

 

（委員の委嘱） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 県議会の議員 

(3) 兵庫県社会福祉審議会の委員 

(4) 関係業界を代表する者 

２ 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。 

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと

する。 

 

（会長） 

第６条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第７条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 
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（部会） 

第８条 審議会に、その所掌事務を分掌させるために、次の部会を置く。 

(1) 政策部会 

(2) 愛護部会 

２ 政策部会は、第２条第１項に規定する事項を分掌する。 

３ 愛護部会は、第２条第２項各号に掲げる事項を分掌する。 

４ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

５ 部会に、部会長を置く。 

６ 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。 

７ 部会長の職務及び部会の会議については、第６条第３項及び前条の規定を準用する。 

８ 審議会は、部会の議決をもって、審議会の議決とすることができる。 

 

（幹事） 

第９条 審議会に、幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、県の職員又は関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、又は委嘱する。 

３ 幹事は、会長の命を受けて所掌事務について委員を助ける。 

 

（補則） 

第 10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定

める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（旧規則の廃止） 

２ 兵庫県青少年愛護審議会規則（昭和 33 年兵庫県規則第 51 号。以下「旧規則」という。）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則施行の際、現に旧規則の規定により任命され、又は委嘱されている兵庫県青

少年愛護審議会の委員又は幹事は、この規則の相当規定により任命され、又は委嘱され

たものとみなす。この場合において委員の任期は、旧規則により任命され、又は委嘱さ

れた日から起算する。 

附 則（昭和 42 年 11 月 24 日規則第 67号） 

この規則は、昭和 42 年 12 月１日から施行する。 

附 則（昭和 47 年４月 25 日規則第 32号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成８年 12 月 19 日規則第 89号） 

この規則は、平成９年１月１日から施行する。 

附 則（平成 12 年３月 31 日規則第 57号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 14 年３月 29 日規則第 37号） 

この規則は、平成 14 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 15 年８月 22 日規則第 75号） 

この規則は、平成 15 年９月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年２月３日規則第３号） 

この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 31 日規則第 29号） 

この規則は、平成 21 年５月１日から施行する。ただし、兵庫県青少年愛護審議会規則第

２条第２項の改正規定（同項第 15号の次に５号を加える部分に限る。）は、同年７月１日

から施行する。 

附 則（平成 22 年 10 月 22 日規則第 44号） 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成 23年１月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付している立入調査証明書については、なおその効力を有

する。 



兵庫県青少年愛護審議会運営規程

（目的）

第１条 この規程は、兵庫県青少年愛護審議会規則（昭和３８年兵庫県規則第２４号 （以）

下「規則」という ）第１０条の規定により、兵庫県青少年愛護審議会（以下「審議会」。

という ）の運営に関して必要な事項を定めるものとする。。

（会議）

第２条 会長又は部会長は、会議を招集しようとするときは、その開催期日の７日前までに

委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

（会議の公開）

第３条 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、会議は、公開する。

( ) 情報公開条例（平成１２年兵庫県条例第６号）第６条各号に該当すると認められる情1
報について審議等を行う場合

( ) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認めら2
れる場合

２ 会議の傍聴に関して必要な事項は、会長が別に定める。

（会議録等）

第４条 会議を開いたときは、議事録及び議事要旨を作成する。

、 、２ 前条第１項各号のいずれかに該当する場合を除き 議事録及び会議資料又は議事要旨は

公開する。なお、公開に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。

（委員以外の出席）

第５条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて

意見を述べさせ、又は説明させることができる。

（文書による意見の開陳等）

第６条 委員は、会議に出席できない場合であっても、あらかじめ会長又は部会長の許可を

受けたときは、会議において、文書又は代理者の出席により、その意見を述べ、又は議決

に加わることができる。

２ 前項の規定により、会議においてその意見を述べ、又は議決に加わる場合には、当該委

員の出席があったものとみなす。

（部会の議決をもって審議会の議決とする事項）

第７条 規則第８条第８項の規定により、規則第２条第２項に規定する事項に関する部会の

調査審議のうち、あらかじめ会長の同意を得たものに関する部会の議決は、審議会の議決

とする。

、 、 。２ 前項の部会の議決を行ったときは 部会長は これを審議会に報告しなければならない

（その他）

第８条 全体の企画調整については、審議会で検討するほか、必要に応じて、会長、部会長

等による会議を開催することができる。

附 則

この規程は、平成１６年２月１２日から施行する。


